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令和３年度宍粟市予算決算常任委員会（決算委員会）会議録（第１日目）  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日   時   令和３年９月１３日（月曜日）  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

場   所   宍粟市役所議場  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

開   議   ９月１３日  午前９時００分  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

付託議案  

（市長公室）  

  第 77号議案  令和２年度宍粟市一般会計歳入歳出決算の認定について  

（総務部）  

  第 77号議案  令和２年度宍粟市一般会計歳入歳出決算の認定について  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（７名）  

    委  員  長   神  吉  正  男     副委員長   垣  口  真  也  

    委   員   八  木  雄  治     委   員   津  田  晃  伸  

      〃     山  下  由  美       〃     大  畑  利  明  

      〃     今  井  和  夫  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席委員（１名）  

    委   員   林    克  治  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席説明員  

（市長公室）  

  市 長 公 室 長 水  口  浩  也    市 長 公 室 次 長 谷  本  健  吾  

  秘 書 政 策 課 長 西  川  晋  也    地 域 創 生 課 長 西  嶋  義  美  

  危 機 管 理 課 長 村  上  正  樹    地域振興課副課長 谷  本  供  三  

  危機管理課副課長 石  戸  寿  明    一宮市民局副局長兼まちづくり推進課長 西  岡  公  敬  

  千種市民局副局長兼まちづくり推進課長 井  口  靖  規    秘書政策課副課長 木  村  知  行  

（総務部）  

  総 務 部 長 前  田  正  人    総 務 部 次 長 砂  町  隆  之  
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  総 務 課 長 菅  野  達  哉    財 務 課 長 堀    秀  亘  

  広 報 情 報 課 長 岩  蕗  貴  裕    財 務 課 副 課 長 今  村    昭  

  財務課副課長兼管財係長 川  本  正  史    広報情報課副課長兼広報係長 植  田  真  理  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局  

  事 務 局 長 小  谷  愼  一    事 務 局 課 長 大  谷  哲  也  

  主 査 中  瀨  裕  文    事 務 補 助 員 中  田    歩  
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     （午前  ９時００分  開会）  

○神吉委員長  おはようございます。  

  決算委員会を開会します。  

  本日、林委員より欠席の届けが出ておりますので、御報告いたします。  

  限られた時間でありますので、的確な質疑と円滑な進行に御協力をお願いいたし

ます。  

  審査に入る前に、説明職員の皆様にお願いをいたします。説明及び答弁は自席で、

着席にてお願いします。説明職員が委員長席から分かりづらいときがありますので、

説明職員は挙手の上、「委員長」と発言し、委員長の許可を得てから発言を願いま

す。マイクの操作は全て事務局が行いますので、赤いランプが点灯した後発言をお

願いします。  

  また、委員の皆様にお願いいたします。質疑は行政全般あるいは対象の事業につ

いての疑問点を明らかにするものでありますので、個人的な意見などに終始せず、

適切な審査に努めていただくようよろしくお願いします。  

  それでは、市長公室の審査を始めます。  

  資料につきましては、委員はあらかじめ目を通しておりますので、必要な部分に

ついてのみ簡略に概要の説明をお願いします。  

  水口室長。  

○水口市長公室長  おはようございます。本日より決算委員会となります。神吉委員

長様をはじめ各委員様にはよろしくお願いいたします。  

  令和２年度の決算につきましてですが、令和元年度末より新型コロナウイルス感

染症の流行の兆しがあり、４月７日から兵庫県に緊急事態措置が適用される事態と

なりました。幼稚園、小中学校においては５月末まで臨時休業、保育園・こども園

については希望保育に切り替えるなど、全ての市民の日常生活に制限が生じ、市民

生活が一変する事態となりました。  

  その中、国においては国民の生活を守り、支えるため、コロナ対策として個人、

事業者等への支援策が多く打ち出されました。その結果、令和２年度の宍粟市一般

会計の決算額は過去最高となる 290億円を超えるものとなりました。増加要因の一

つに特別定額給付金約 37億円などが挙げられます。コロナ対策の事業は令和３年度

にも繰り越して継続している状況で、これからもウィズコロナを意識した行財政運

営が必要となってくるものと考えております。  

  決算につきましては、この後、次長より市長公室における令和２年度決算の主な
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ものについて御説明させていただきますので、審査等よろしくお願い申し上げます。  

○神吉委員長  谷本次長。  

○谷本市長公室次長  それでは、令和２年度市長公室の主な取組について説明します。  

  まず、秘書政策課につきましては、発酵のまち推進事業に取り組みました。日本

酒発祥の地、発酵のふるさとと呼ばれる宍粟を目指した取組を推進し、発酵に関連

する多種多様な商品等を求めて宍粟市へ訪れられる観光客を増やし、地域の活性化、

さらには発酵食による市民の健康増進を図るために取り組んでまいりました。  

  具体的には、宍粟市ならではの発酵の特産品開発に取り組み、日本酒発祥の地、

庭田神社で採取された麹菌、庭こうじを活用した甘酒を商品化しました。  

  次に、市北部活性化事業については、豊かな森林資源を活用した交流人口の増加

を経済活動に結びつけ、安定した雇用の創出と地元住民が市の魅力を再発見できる

気づきの場の創出を図るために取り組みました。具体的には、包括連携協定を締結

しました株式会社モンベルと連携し、専門的な見地から市内のアウトドア・アクテ

ィビティの現状を調査し、将来の方向性について調査結果がまとめられました。  

  次に、地域創生課では、生活圏の拠点づくり事業は一宮市民協働センターの工事

が令和元年で完了したため、令和２年度の決算が前年度比で大幅な減額となってい

ます。また、備品購入等の繰越事業も含めて、令和２年４月 20日に一宮市民協働セ

ンターの供用を開始しました。千種の拠点づくりでは、（仮称）千種市民協働セン

ター建築工事に着工しています。波賀の拠点づくりでは、（仮称）波賀市民協働セ

ンターの設計業務に着手し、概略設計を進めております。  

  次に、木育ウッドスタート事業については、新型コロナウイルスの影響でイベン

トを中止しましたが、幼稚園や保育所を対象とした木育ワークショップや県立森林

大学校と連携した新聞の発行に取り組みました。  

  最後に、危機管理課の主な取組として、消防力の維持強化として、非常備消防で

ある宍粟市消防団に対して市配備の消防ポンプ自動車３台を更新し、消防団活動の

充実を図りました。  

  常備消防では、西播磨消防組合の宍粟署配備消防ポンプ自動車２台の更新等の経

費に係る費用負担及び運営活動経費等への費用負担を行うことにより、消防救急体

制の充実を図りました。  

  次に、防犯交通安全対策の推進として、防犯関係では、各自治会のＬＥＤ防犯灯

及び防犯カメラの設置について、今年度も継続して補助金を交付し、通学路の安全

を確保するとともに、安全安心のまちづくりを進めました。  
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  また、災害時の備えとして、災害用備蓄品購入事業については、非常食の備蓄だ

けではなく、新型コロナウイルス感染症対策としてマスクや消毒液などの衛生物品

や避難所で使用する間仕切りなどの整備により充実を図りました。  

  以上が令和２年度市長公室の主な取組となります。  

  以上です。  

○神吉委員長  説明は終わりました。  

  これより質疑を行います。  

  通告のある委員から事前打合せのとおり、順次質疑をお願いします。  

  大畑委員。  

○大畑委員  おはようございます。では、よろしくお願いいたします。  

  今、主要事業の説明をいただきましたけども、ちょっと小さいところから入って

しまうんで申し訳ないんですけども、決算書の 18ページの使用料及び手数料につい

て、最初にお伺いをしたいと思います。  

  使用料・手数料で使用料に４万 6,520円、それから手数料で９万 7,020円、合わせ

て 14万 3,540円の不納欠損額というのが生じておりますけども、これもう少し具体

的になぜ不納欠損になったのかというのを説明いただきたいと思いますし、宍粟市

の会計規則の何号に該当する不納欠損なのか、その辺を御説明いただきたいと思い

ます。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。それ

では、先ほどの御質疑にお答えします。  

  令和２年度としましては、先ほどありましたように、使用料・手数料のところで

２件の不納欠損を処理しております。不納欠損の主な理由としましては、消滅時効

ということになっております。この消滅時効の根拠としましては、会計規則第 18条

第１項第１号ということになります。  

  以上です。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  それぞれちょっと使用料と手数料を分けて、どういう内容だったのか、

ちょっと分からないので教えてください。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  市長公室としましては、全体的な債権管理マニュアルによって

そのルール等を決めております。先ほどありましたように、し尿の手数料について
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は 12件の不納欠損を行っております。また、火葬の使用料については３件の不納欠

損を行っております。時効ということになりますので、本人がお亡くなりになられ

たとか、また居所が不明、それと相続により債権が不確定という、そういうような

要因により時効という形で処理を行っております。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  分かりました。それと、この使用料など全体的なことなんですけども、

行革の中でもいろいろ検討されておりまして、特に行政財産とか公の施設、そうい

うとこの使用料について、この間見直しの議論をされていると思うんですが、令和

２年度ではなかなか方向が示されてないんですけども、そのあたりの令和２年度の

中での進捗、あるいは課題がどういうとこにあったのか、そのあたりを御説明いた

だきたいと思います。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  使用料・手数料についての近々の状況については、今委員おっ

しゃったとおりでございます。この件につきましては、平成 30年から令和元年度に

全般的に検証を行っております。その件について一定委員会でも報告させていただ

きましたが、そのときの内容では、近隣市町の動向ということも含めて改定するに

は至りませんでした。主には消費税が上がったことによる改定分という形での検証

を行ってきたという形でございます。  

  今委員おっしゃったように、行革の中で取り組むべきという方向性は持っており

ましたが、これはこちらの事務手間であった要因が多かったのかなというふうに思

います。それは申し訳なかったと思いますが、ただ、今後の方向性だけを述べさせ

ていただきますと、総合計画の策定の区切りがつく１月以降に平成 30年から令和元

年度に行った内容の再検証等に着手していきたいというふうに考えております。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  今もありましたように、ちょうど消費税のアップと時期が重なったとい

うことで、両方を上げるというのは非常に厳しかったのかも分からないですけども、

やはり見直しの方向というのは改正せざるを得ない、引き上げなければならない状

態があるんだろうと思うんですね。そこはやっぱり政治的な判断もあるんでしょう

けど、事務方としてはしっかり提言をいただきたいなというふうに思うわけですね。  

  なぜかといいますと、やはり市税自体が相当減ってきていますし、都市計画税も

廃止をしたということで、収入をどう確保していくんかという問題で、使用料など

は非常に重要になってくるかなというふうに思いますし、それから、やっぱり受益
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者負担の考え方ですね。ですから私も平成 25年ぐらいからしか知りませんけども、

相当高齢者中心に公の施設の使用料は全部無料にしてきてますので、そのあたり、

若者支援にシフトをするのか、このまま高齢者の負担軽減を続けていくのか、その

あたりの判断も重要になってくるんじゃないかなあというふうに思います。  

  ですから、その受益者負担についての考え方について、もう少しどのように考え

ておられるのか、負担の公平性という意味でやっぱりしっかり見直す必要があるん

じゃないかなと思いますけども、少しそのあたりの考え方をお聞かせください。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  平成 30年から令和元年度に行った検証につきましては、今おっ

しゃるように、受益者負担という視点で１件１件の手数料もしくは使用料について、

行政的にどのような負担が生じているのかということを検証させていただきました。

ただ、結果としましてやはり同じ事務でも場所が違ったり、内容が違ったりという

ことで、非常に手数料・使用料については求めた数字に差異が出てきたというのが

現状です。  

  で、そのときには、やはり今の手数料が近隣の市町を見てもあまり遜色ないとい

うことで、その手数料を基に検証しようという形で再度検証しまして、消費税のア

ップの分であったり、また、時代によって経費が上がっている分も転嫁できないか

なという形を思っておりましたが、先ほど説明させていただいたとおり、改定には

至っておりません。  

  今委員おっしゃいますように、やはり使用料・手数料についても無料化している

というところはありますが、政策的に焦点化を何をするのか、焦点化しなくて平等

にするのかというところの考え方はあろうかと思います。事務方としましては、平

たく検証というところを進めていかなくてはいけないかなというふうに思っており

まして、その過程で一定政策的に判断されるものもあるのではないかというふうに

考えております。  

○神吉委員長  よろしいか。それでは、次に行きます。  

  大畑委員。  

○大畑委員  少し続けてになりますけども、お願いをいたします。  

  決算書の 161ページに関してですけども、観光施設費の委託料ということで、第

三セクター等の委託料がここから支出をされています。その前年度でしたかね、道

の駅みなみ波賀、それから道の駅播磨いちのみやに対して 6,000万円の税金も投入

をしたりしていってるわけですね。そのあたりで第三セクター等の経営改善がしっ
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かり図られているのかどうかということですね。いつも当局の説明では、要は北部

地域で雇用の確保が難しいところについて、こういう第三セクターが雇用確保の役

割を果たすというふうにおっしゃっております。ですから、やっぱり経営がしっか

り成り立っていかないと雇用確保は難しいと思うので、その経営改善に向けた、あ

るいは雇用確保に向けてどのように令和２年度は取り組みされて、その成果があっ

たのか、そういうことについてお伺いしたいと思います。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  令和２年度の取組というところでお答えをさせていただきます

と、ちょうど令和２年度には、令和３年度からの指定管理者の切替えという時期が

ございました。その中で先ほど御質疑にありました観光施設３施設については、第

三セクターに指名という形で指定管理者を選定をしたわけですが、その指定管理者

の選定の中の審議の主なところは、経営改善の５カ年計画を策定していただきまし

たので、そのところの議論を中心にしていただいております。  

  一定、コロナの状況の深刻さも増していたわけですが、その経営の５カ年改善計

画を確実に実施、実践していただく、そのことを前提に議論を進めまして、そのこ

とが達成できるのであれば、経営も改善されていくだろうというような説明も受け

ております。ただ、コロナ禍の中で今の現状では非常に厳しいということも聞いて

おります。  

  経営の検証というところにつきましては、指定管理者選定審議会のほうで外部の

目線でヒアリングをしながら行っておるというところで、そのことについては委員

の皆さんからもアドバイスなり、市のほうについても意見なりという形で頂いてい

るところでございます。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  市長公室は総括的な立場ですので、具体的な中身についてはまた所管の

部のほうに質疑をさせていただこうというふうに思います。  

  もう１点だけお尋ねしたいんですけども、それぞれ株式会社として、そういうと

ころで民間のノウハウを活用した運営がなされているわけですけども、監査につい

て、ちょっと考え方をお尋ねしたいんですけども、会社法とかの中では、やはり外

部監査をしっかり入れて、単なる経理上の監査だけではなく、経営の在り方までを

含めた指摘を専門家からもらうというような方向をやっておりますね。ですから、

うちも指定管理、株式会社で運営されているようなところについては、非常に経営

が厳しくなっているところについては、そういう外部からの監査、公認会計士みた
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いなを入れて、しっかり経営指導も受けていくほうがいいんじゃないかなというふ

うに私は個人的には思っているんですけども、そういう考え方はお持ちじゃないで

しょうか。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  今の御質疑なんですが、少し確認をさせていただきたい点がご

ざいますが、今の御質疑の論点としましては、三セク自らが外部監査を導入すると

いう視点なのか、もしくは市として外部監査制度を導入するという意味なのか、ど

ちらの視点でございましょうか。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  市のほうはまた市であるんで、取りあえずこの三セクとしてやっておら

れるところですね、そういうところの監査について。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  三セク自らが外部監査を導入するという論点、ありがとうござ

います。分かりました。第三セクターの経営改善については、先ほど言いましたよ

うに、指定管理者選定審議会において重要事項というふうに捉えております。第三

セクターが外部監査を導入いただくということは、第三セクターの一定経営判断に

なるということになりますので、なかなか行政としまして 50％以上保有はしており

ますが、指導または監督の中で確実に入れなさいということを言うというのは非常

に困難であるというふうに現状では捉えております。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  第三セクターの独自の最終判断かも分かりませんけども、やっぱり株式

の半分以上を占めているわけですし、それからそういう投資しているそれぞれが集

まってそういう指導をしていくという、これは総務省なんかもそういう行政指導の

在り方みたいなところでしっかり書いていると思うんですよ。ですから、最終的な

判断はそうするにしても、やはりそういう議論をして指導していくという立場が市

には僕は必要なんじゃないかなというふうに思いますけど、その考え方です。判断

を求めているんじゃなくて、そういう指導をしっかり行政がやっていかなければい

けないんじゃないかなと思うんで、そこの考え方をお聞かせください。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  今、大畑委員がおっしゃっていましたように、平成 26年に第三

セクターの経営改善についての方針ということで総務省通知も出ております。その

中においては、今おっしゃったように行政がもっと関わりを持つというような規定
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の分がございまして、そのことについては非常に重要であるかなという認識であり

ます。  

  今現在は、御承知のとおり、月に１回公認会計士でありましたり、また市役所、

金融機関、特に三セク、観光施設を持っている三つの施設については定例会を持っ

ております。その定例会を持てということについては、やはり行政的に指導・監督

の中で今引き続いて行っているということを所管部のほうからお聞きをしておりま

す。  

  今現在、行政としましては、そのところを一定十分見定めながら、今後どのよう

なことが必要なのかということは考えていかなくてはいけないかなというふうには

思っておりますが、外部監査というところまでの考えというところには少しまだ時

間がかかるといいますか、そのものを十分見定めた上という形になるかなというふ

うに思っております。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  分かりました。質問の趣旨が十分伝わってなかったので申し訳なかった

ですけども、室長も含めて私が申し上げている趣旨を御理解いただいて、また水口

室長、中で十分議論いただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。  

○神吉委員長  水口室長。  

○水口市長公室長  今担当の課長も言いましたように、指導、助言というところは総

務省通知というところであると思うんですが、先ほど申しました３者の経営会議と

いいますか、そういったものを続けておりますので、そういった中も踏まえながら、

検討したいと思います。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  それでは、次の質問に移らせていただきます。  

  三つ目、主要施策の成果説明の８ページに歳出決算の性質別の分類というのが出

ておりまして、冒頭室長からも今年度の予算が 290億円、その中でも特にコロナに

関する特別定額給付金等が相当上積みになっていますから、通常の対前年比較とい

うのは非常に難しいわけですけども、この中でも特に毎年気になっているのが、宍

粟市の場合、歳出の性質の区分の中で補助費等の割合が非常に高いんですね。今回

は定額給付金 39億円か何かがありますから、より高くなっていて、前年度に比べて

137.4％の増というふうな増額になっていますけども、特別定額給付金を除いてこ

の補助費等の見直しといいますか、整理、合理化を進めるというふうにずっとおっ

しゃっているので、その令和２年度の中でどのような補助費等についての見直しを
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図ったのか、その実績とかがありましたらお伺いしたいし、どういう評価をされて

いるかということに対して、まず最初にお尋ねしたいと思います。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  市長公室としましては、補助金の整理統合またはどのように調

整をしてきたかという視点でお答えをさせていただきたいと思っております。  

  補助金につきましては、御承知のとおり、終期を設定をしまして、目的の達成度

合いの検証を行いながら、継続の適否の判断をしております。  

  令和２年度の予算ベースでお答えしますと、補助事業の終期を迎えた事業を精査

した効果額としては、 1,072万 1,000円ございました。また、行革の視点で精査した

ものの効果額が 1,091万 4,000円ございました。補助金の見直しという評価でござい

ますが、終期の設定と新たに補助金事業を設ける場合には、いつも申し上げており

ますスクラップ・アンド・ビルドを徹底するよう調整を行っておりますが、一方で、

政策としまして、重点課題の人口減少対策を止めることなく実施していくという必

要がございます。整理統合を目標とした補助事業の焦点化には令和２年度は至って

いないというところでございます。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  大体分かりましたが、この間、一方で議会も人口増のために、あるいは

移住・定住施策のために、もっともっといろんな制度を考えろというふうに言って

いますから、そういう施策を打っていくために、新たに補助制度をつくっていくと

いうのは分かるんですけども、一方で、先ほどもおっしゃったスクラップ・アン

ド・ビルドという考え方で、もう合併前からずっと補助金を出しっ放しで、全くそ

の成果も問わず、毎年同じ補助金額を出し続けている事業とかって結構あるじゃな

いですか。そういうものはやっぱり一旦見直していくという、市がその補助金によ

って市民の活動をより活発にしようという誘導していくような、あるいは市民参加

を促していくような形の補助金の出し方というのは非常に僕は魅力があるし、そう

いうことはあってもいいのかなというふうに思うんですけども、あるいは市民の提

案型で提案してきたものに対してしっかりつけていくというふうな、そういうまち

づくりをやっているまちも結構ありますから、そういう中身の部分は別としまして

も、従来どおり全く手がついてないとこ、そのあたりを１回きちっと事業評価を入

れていく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺いかがです

か。  

○神吉委員長  西嶋課長。  
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○西嶋地域創生課長  先ほどお答えしました効果額の件数の内訳をまず御説明させて

いただきたいと思います。  

  昨年度、令和２年度の予算に反映させます補助金の終期を迎えたものは、全部で

16事業ございました。その中で、継続したものが４件、内容を見直したものが５件、

廃止したものが７件ございます。  

  また、行革の視点、これは終期を迎えてないですけども、見直しをするという調

整の下行ったものが、内容を見直したものが４件、廃止をしたものが４件という形

で合計 24件の補助事業について調整をさせていただきました。  

  先ほど来申し上げていますように、これが施策の焦点化に至っているかというこ

とについては、少し弱いのかなということは認識をしております。おっしゃったよ

うに、今からいろいろと施策を打っていく上ではビルド・ビルドではなかなか難し

いということも承知をしておりまして、ある一定やはりスクラップをしながら、新

たな施策を焦点化していくというようなことを市長もずっと申し上げておりますの

で、どのような手法が一番いいのかというところはなかなか今は難しいんですが、

今、所管部でも一生懸命考えていただくのは新たな事業を立ち上げる場合、補助金

を立ち上げる場合には当然事務事業を洗い直して、新たな事業に対しての財源を生

み出すという努力の下、していただいていますので、まずはそういったところから

少しずつ始めていかなくてはいけないかなというふうに思っております。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  いろいろ努力していただいていることはよく伝わってきます。補助金の

制度自体でいろんな活動を促していくということのあまり効果を感じていないんで

すね。一定の期間が終わったら、もうそれで事業がぽしゃってしまうという例をた

くさん見てきているので。ですから、よくほかのまちづくりなんかでやっているの

は、地域に対しての交付金とかいう形で一定の自分たちの地域でやる課題について

は、年間幾らか予算を配分して、そして地域で解決してもらうというようなやり方

も結構あると思うんで、補助金だけじゃなく、いろんなそういうものを組み合わせ

ながら、目指すところは一緒だと思うんで、その辺の活用は考えていただきたいと。

そういう意味で補助費の統合というか、整理合理化をやっていく必要があるんじゃ

ないかなというふうに思っております。いかがでしょうか。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  今委員おっしゃったように、私もまちづくりにいたときには、

地域活動を一緒に話し合いをしながら補助金も受けていただいて活動を一緒にした
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こともございます。ただ、おっしゃったように補助金がなくなれば、少し元気がな

くなってしまうというようなことはございました。今おっしゃるように、地域に対

しての自由な財源という意味でおっしゃったのかなあというふうに思っております

が、やはりその財源を捻出するためには、ある一定の事業については整理をして、

付け替えといいますか、そういうふうな作業が必要になるということも承知をして

おります。  

  今現在、ある一定、市民生活部のほうでその取組の初めという形で御検討もいた

だいておりますが、そのところとも併せて、より市民の皆さんが自ら行うような活

動というところに焦点が行くように、調整のほうは考えながら進めていけたらなと

いうふうに考えております。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  すみません、長くなって。最後、四つ目なんですけども、発酵のまち推

進事業について質疑をさせていただきます。主要施策の 35ページを見ながらと思い

ます。  

  この事業の全体的なことは後にしまして、ここのこの成果説明書のページに書い

てある決算額は 56万 9,000円の決算額でしかなってないんですけども、当初予算の

段階ではもう少しこの事業の全体ボリュームがあったと思いますね。報償費として

199万 8,000円、アドバイザーの謝金とかいう、そういうものもこの事業の中に明確

にあったというふうに思うんですが、これについての決算が全く見当たらないんで、

これの所在はどういうふうになったのか、ちょっと教えてください。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  秘書政策課の西川です。よろしくお願いいたします。  

  大畑委員からアドバイザーの謝礼についての御質問でございます。まず、アドバ

イザーにつきましては、総務省の人材登録されたところからお願いをさせていただ

いておりまして、宍粟市にお越しになったときに費用を発生するという、アドバイ

スとするという内容で契約をさせていただいておりまして、令和２年度につきまし

ては、こういうコロナ禍の中でお越しになる機会がなかったということで、３月議

会で全額減額補正をさせていただいたところでございます。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  分かりました。すみません。  

  そしたら、この事業についていろいろお伺いしていきたいというふうに思うんで

すが、この事業、発酵づくしのまちを展開するということで、知名度というのをア
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ップさせていくということと、それを観光客の増加につなげるということを目標に

してあるんですが、今年度はその目標に対してはどうだったのかということで、少

しこの事業が目指す全体像と、それから令和２年度の到達としてここまでを考えて

いて、その成果はここまで、こういう成果があったんだというようなことを少し全

体像から説明いただきたいなあというふうに思うんですが、よろしいでしょうか。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  この取組につきましては、令和元年に宍粟市を含めまして 25事

業者等々の団体にお集まりいただきまして、発酵のまちづくり推進協議会を設置い

たしました。その中で大きな二つの目標を掲げてこの会が発足しました。まず、日

本酒発祥の地として多くの方に来ていただきまして、観光産業を通じて地域経済を

活性化していこう。そして、また日本酒発祥の地、また発酵のふるさとということ

で、発酵食の効能を市民の皆さんにしっかり普及啓発しながら、市民の健康増進を

掲げていこうというところでこの全体像をしっかり示す中で、令和元年度に立ち上

がりました。  

  そして、令和２年度につきましては、令和元年度に各部会で、三つ部会があるん

ですが、それぞれの取組の方向性を確認をさせていただきました。その中で、まず

一つが日本酒発祥の地というこのストリー性があるものをいかにＰＲしていくかと

いうことで、庭田神社で採取された麹菌がありますので、それを活用していこうと

いうところで甘酒の商品化に取り組みました。それと、酒かすの効能が今注目され

ているということで、この二つの酒蔵さんに協力をいただく中で、酒かすを一つの

キーワードとして取り組んでいこうというところで方向性を出しました。ただ、大

畑委員がおっしゃった、そのそれぞれの年度の目標というところでございますが、

この目標につきましては、観光客を誘致をしていくというところで、まず令和２年

度にそういった仕掛けをしていこうというところで、素材づくりから始めさせてい

ただきましたので、実績につきましてはこれから効果を発揮させていきたいという

ところで理解をしております。  

  以上です。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  目的は僕も非常にいいというふうに思うんですね。一つは、観光産業と

してこの発酵を成長させていくということ。それから、もう一つの発酵食をやっぱ

り市内に広げていくという、この２点がどうもうまくマッチングしてないように見

えるんですね。やはり発酵食、これはもう日本の伝統食、発酵食としての文化があ
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りますよね。それをもう一度それぞれ市内の各家庭に復活をさせていくといいます

か、そういうことでいわゆるみそ、しょうゆとか、そういうのは昔作ってましたよ、

家でね。そういうものをもう一度復活をさせて、自らの健康づくりもあるし、それ

がひょっとしたら商品化につながっていく可能性もあるというような仕掛けがちょ

っと要るんじゃないかなというふうに思うんですけども、何か別々にしてあって、

片一方は、庭田神社のストリー性で一つの商品化をして観光客やというふうにおっ

しゃるけど、それは観光客が来るだけとかいうんではね、市内の食文化とそれがつ

ながっていかないと、観光産業としては僕は成り立たないように思うんですね。で

すから、そういう仕掛けがもっともっと最初におっしゃっていたんじゃないかなと

思うんで、その辺がこの令和２年度で十分されたのかどうかというのが見えてこな

かって、商品開発だけで終わっているような気がするんでね、ちょっとそのあたり、

観光産業に発展させていくということと、市内の市民の健康増進とのつながり、あ

るいは伝統食としての開発とか普及とか、そういうものをどういうふうにミックス

させてやろうと思われているのか、そのあたりもうちょっと説明いただけませんで

しょうか。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  まず、市民の皆さんに発酵の取組を御理解いただく中では、数

年来からみそづくりを通してみその効能を御案内し、またそういったワークショッ

プも開催し、また令和２元年度につきましては、そういったワークショップができ

なかったので、動画を通じてＰＲをさせていただきました。  

  そういった中で、まず、大畑委員おっしゃるとおり、外からお客様を呼ぶ取組と

市内の取組をどうつなぎ合わしていくかというところは、そういった市民の皆様に

まず発酵食を取り入れていただくような、そんな仕掛けと、そのつながりを宍粟市

全体で醸成をさせて、宍粟市がこういった発酵づくしのまちだということ、それを

つなげていかなければならないのかなと思っておりますんで、これからまさに市内

の取組を発展させていただきたいと、そのように思っております。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  ほかの方もこの質疑出ておりますので、一旦ここで終わります。  

○神吉委員長  それでは、次へ行きます。  

  今井委員。  

○今井委員  おはようございます。よろしくお願いします。  

  大畑委員の今さっきの質疑のところと同じなんです。令和元年に立ち上げられた
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発酵のまちづくり推進協議会ですね、観光と市民の健康の２本柱でいこうというこ

となんですけども、そういう意味でこの年度になって甘酒がいよいよ売出しが始ま

ってという形になっとんですけども、どうなんですかね、今、大畑委員が言われた

ように、やっぱりこういうものを発展さすというか、進めていくやっぱり一番大事

なことはやっぱり市民がまず使うと。そこはやっぱりあって、そしたら市民の口コ

ミで放っとってもやっぱり広がっていきますし、観光で入れるという形で酒蔵通り

にひとつそういうレストランというか、飲食関係で発酵をいろいろされているとこ

ろ、幾つかあって、その辺はリピーターもあって進んでいるなというのは思うんで

すけども、やっぱりまあその程度、その程度言うたらあれですけど、そこで終わっ

てしまうという形になるんで、本当にまず市民がこの発酵食をもう一度享受してい

く、それはもうまさに今コロナとかインフルエンザとか、そういうことに対しての

免疫力をつけるという意味でも非常に大事な部分でもあるかなと思うんですけども、

ちょっとそのあたり先ほどの大畑委員と繰り返しになりますけども、そのあたりの

取組について、令和２年度はどうだったのか、それから今後に向けてどういうふう

に考えておられるのかというのを、そのあたりもう一遍お聞きしたいと思います。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  まず市民の発酵食の取入れにつきましては、保健福祉課も食の

在り方、そして郷土料理の振興ということで、保健福祉課と一緒に連携してさせて

いただいております。そういったワークショップを通じて、また教室を通じて市民

の皆さんにこの発酵食のよさ、効能というをいかに伝えていくかと、その地道な活

動をさせていただきたいと、そのように思っております。  

  それと、口コミによるリピーター等々、市民にどう広げていくかというところで

は、令和２年度に甘酒をこのような形で商品化までこぎつけたところでございます。

多くの方にまだまだ知っていただけてない状況がございますので、その協議会と今

生産、製造、販売を担っていただきます宍粟メイプルと協議を進めながら、より市

民の皆さん、そして市外の皆さんに伝わるような、そんなことをこれからさせてい

ただきたいと、そのように思っております。  

  以上です。  

○神吉委員長  今井委員。  

○今井委員  今からの話なんで、これ決算委員会なんであれですけど、もっとダイナ

ミックに全市民的にやっぱり啓蒙というか、例えば人権学習みたいなんが過去隣保

ごとにずっとやられているみたいなね、そういうふうな場でこういう発酵食品のこ
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とをやってみるとか、そういうふうなダイナミックな全市民的なこともちょっと今

後考えていただければなというふうに思います。  

  以上です。  

○神吉委員長  答弁よろしいか。  

  西川課長。  

○西川秘書政策課長  今、委員がおっしゃったように、とにかく広く進めていくため

には、いろんな地道な活動から一つ大きなイベントがいいのか、全体的な取組、そ

ういったことの両面から、これからチャレンジをさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。  

○神吉委員長  次の委員、垣口委員。  

○垣口委員  同じような質問が続いてますので、事業内容や商品開発やそのＰＲにつ

いては今ほど出ておりましたので、理解いたしました。  

  もう１点、予算に対して決算が減額になっておりますけれども、それの理由を簡

単にお教え願えますでしょうか。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  補正の最終予算額 101万 3,000円につきまして、決算額 56万

9,000円、その差額 44万 4,000円の主な内容について、御説明させていただきます。  

  この取組の中では、日本酒発祥の地、発酵のふるさと宍粟の商標登録も考えてお

りまして、その商標登録を弁理士さんに業務委託料で 39万円、予算額上げておりま

した。ただ、その手続につきまして協会と相談する機関がございまして、そこと相

談する中で職員のところで登録申請をすることが可能ということで、そういう職員

のノウハウでさせていただきましたので、約 35万円ほどこの予算額と決算額につき

まして差が生じたというところが主な理由でございます。  

  以上です。  

○神吉委員長  垣口委員。  

○垣口委員  そういう内容ということで理解させていただきます。  

○神吉委員長  次に、津田委員。  

○津田委員  今、垣口委員のほうからも出ましたんで、私のほうからは、この当初の

事業目標、観光入込客数で設定されています。今回の目標に対して、それの成果、

あとその課題ですね、どういうふうに捉えられているのか、お願いします。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  まず、成果につきましては、先ほど申し上げましたように、こ
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の甘酒ですとか、酒かすフェアの開催とか、そういった令和２年度、仕掛けをまず

進めさせていただいたということで、まだまだ観光入込客の実績にはつながる状況

もなく、これからその成果をいかに出していくかというところがあります。  

  その中で、委員がまた目標に対しての課題というところですが、行政、事業者、

各種団体が連携してこの発酵の取組をしていかないと、目標の達成にはつながらな

いと思っております。また、やはり観光客を呼んでいくには事業者さんの協力が重

要だと思っておりまして、このたび令和３年度になるんですが、酒かすフェアで御

案内したところ、約 20社弱の事業者が協力をいただきました。その輪をさらに広め

ていくことが重要だと考えておりますので、そういった事業者、まちづくり団体と

の連携の広がりがこれからも課題だと思っております。  

  以上でございます。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  取りあえず、じゃあ、令和２年度の課題としてはその事業者間との連携

がまだまだできてなかったと。それを次年度でやっていこうということで今進めら

れているということでよろしいですね。  

  続きまして、その中で今回、この事業自体、先ほどからも出てましたけども、や

はり市内での知名度、ＰＲであったりとか、その辺の部分について、やはりこの市

内でどの窓口としてやはりこれを進めていこうと、事業展開を令和元年からされて

ますけど、発酵のまち、日本酒発祥の地、このＰＲについて、今市内でどれぐらい

の方の認知が進んでいるかとか、そういったことってある程度把握されながら、進

められているのかなと。この宍粟市内の人たちがこういうことを、この宍粟市が日

本酒発祥の地だということを、そういったことも認知しているのかなと、そういっ

たものもある程度進められているんですか、そういう研究とかもですね。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  市民の皆さんの認知度というところでございます。その認知度

についてアンケートを採って結果を正式に把握しているところには至っておりませ

んが、まず一つ、例えば毎年小学校の新６年生の方には発酵のディスカバリーとい

うものを御案内をして、その宍粟市の取組を御案内をさせていただいております。

また、この取組のところでは、必ずホームページでも宍粟市と検索していただけれ

ば、発酵のふるさとというふうに掲げてております。この認知度につきましては、

おおむね市民の方に浸透しているのではないかと、そのように思っております。  

○神吉委員長  津田委員。  
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○津田委員  先ほどからほかの委員さんからも出てきています。本当に認知度が私自

身まだまだこの低いんじゃないかなと。この若い世代が本当に例えば宍粟市が日本

酒発祥の地なんだ、発酵のふるさと、こういう事業をやっていこうということを本

当に認識しているのはまだまだ低いと思うんですよ。実際、課長、先ほどホームペ

ージで言われましたけど、ホームページで大体検索する人はあまりいない、宍粟市

をね。よほど関心がある方はあれですけども、やっぱり一般の人、その辺がまだま

だ低い部分があると思いますので、先ほどの委員さんからも出ていましたけど、そ

ういう分析も今後ぜひ進めていただいて、ぜひ今後の事業展開を進めていただけれ

ばなと思いますので。  

  以上です。  

○神吉委員長  次の事業へ行きます。  

  大畑委員。  

○大畑委員  それでは、主要施策の成果説明の 36ページ、市北部活性化事業について

質疑をいたします。  

  この事業の決算額、委託料 990万円ということで、株式会社モンベルに、モンベ

ルというのは非常にアウトドアの専門的なといいますか、有名な会社でございます

けど、そこに今後の方向性の報告書を作成してもらう費用としてこれだけ使ってい

るんだろうと思うんですが、ここで言うアウトドアいうのは、カヤックとかサイク

リングとか登山とか、そういうスポーツを主体にしたイベントのようですけども、

こういうアウトドアを目的として観光客を増加をさせていく、そのことから交流人

口を増加させて地域経済の活動に結びつけて、安定した雇用の創出を図るというふ

うに書いてあるんですけども、どうも具体的にどういうふうにそういうふうになっ

ていくのかというのが、そこのところがちょっとよく分からないんですけども、こ

れからだろうと思うんですけど、その報告書の中ではどういうふうに最終的に地域

経済の活性化、あるいは安定した雇用創出という説明が書かれているのか。また、

市としてその報告書を受けてどのように考えておられるのか、少し御説明いただき

たいと思います。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  大畑委員の御質問にお答えします。  

  成果説明書 36ページに書いております事業の成果・評価等がございます。まず、

モンベル社にアウトドアの専門事業者の視点で宍粟市のまず現状を調査をいただき

ました。その中で、議員の皆さんも御案内のとおり非常に多彩な資源がある、そし
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て年間を通じた、またアウトドア・アクティビティができるまちだという評価をい

ただいています。これは多くの方が、またそのように認知いただいているかと思い

ます。ただ、その資源を有効的に使われてないというのも現状でございまして、そ

の一つ一つの資源、その施設に対してお客様が迎えられて、その横のつながりが実

質できてないというところでございます。  

  その中で、 36ページの視点で三つの方向性が示されております。まず、その多く

のお客様をどうつくっていくかということで、来訪者の受入体制を充実していく。

そして、また宍粟市の魅力を発信するプロモーション活動、そのプロモーション活

動を通じたことをしていく。そして、アウトドアの拠点施設の整備ということで、

ここに行けばアウトドアの宍粟市の情報が確実に得られると、そういったことを拠

点として整備をしていくことで、まだまだ宍粟市のアウトドア人口をさらに拡大で

きると、そういう報告を受けております。  

  その中で、宍粟市がどのような形をこれから整理をしていくかというところをこ

の具体的なアウトドアの活動計画の中で整理をさせていただきたいと思いまして、

委員がおっしゃったように、まだまだこれからというところで、すみません、具体

的な取組もこれからお示しをさせていただけたらなと思っておりまして、大きな視

点では、お客様を今現状で増やしていくのを３点の方向でやっていくということが

示されておるという状況でございます。  

  以上です。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  これからなんですけど、誰がやるんですか。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  方向性というのはもちろん市が一定整理をさせていただきまし

て、そして、そのそれぞれのアウトドアの関係事業者さんであったり、観光事業者

さん、そして、また地域のいろんな活動をされている団体の皆さんがございます。

そのそれぞれの皆さんの協力を得ながら、そして、その皆さんがまた主役になって

いただくような、そんな仕掛けがこれから必要だと思っておりますので、誰がとい

う部分ではそういった皆さんとの連携が非常に重要だと、そのように思っておりま

す。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  ぜひその方向を、せっかくこれだけお金かけてつくったわけですから、

そういう方向をやっていただきたい。何でも市ができるというものではないしとい
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うことと、それから、僕はこのモンベルがショップを作ってくれたら何ぼでも人が

来ると思いますから、簡単なことやと思うんだけど、それだけではいけないと、企

業誘致するわけでも何でもないので、そういう問題じゃないと思いますが、誰がど

のようにやっていくのかという、そこの主体のところがはっきりしないと、絵に描

いた餅になっちゃうなというふうに思います。  

  それで、誰がするのかというところもあるんですけども、宍粟市の課題というと

ころで、いつも思うんですけどね、ずっとこの間、定住を図っていくという意味で、

交流人口と関係人口を使い分けよってでしょう。やっぱり定住に近いのは関係人口

ですよね、宍粟市との関係をつくりながら、ぼちぼち慣れていって、移住につなげ

ていくということやと思うんですけども、交流人口は交流人口で今の宍粟市の課題

の克服につながっていくんかどうか、その辺の成果をどのように捉えておられるの

かいうのは、指標として考えておられるのかというのが見えないんですよ。だから、

単に観光資源を有効に活用してということだけおっしゃっているような感じで、そ

のことと宍粟市が抱えている課題の成果につなげていく指標として何を考えておら

れるのかというのがはっきり見えない。僕はもっと関係人口というほうに軸足を置

いていかなければいけないんじゃないかなと思うんですが、ずっとこの令和２年度

の決算を見ますと、あらゆる観光の関係は交流人口です。そこの関係をどういうふ

うに整理されているのか教えてください。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  観光推進する部署におかれましても、御存じのとおり商工観光

課がその業を担っておりまして、また、その観光のいろんな実行的な役割につきま

しても、しそう森林王国観光協会との連携がございます。まず、委員おっしゃるそ

の交流人口を観光と目的につきましては、この交流人口を一つの成果の指標になろ

うかと思います。それをつなげていくことでどう関係人口に結んでいくか、宍粟市

の魅力を伝えていくかというのは、やはりそのリピーターになっていただくことが

その関係人口になってきますので、これから交流人口の中でもよりリピーターのお

客様がどれぐらい宍粟市に来ていただく状況になっているのかというところもこれ

から分析が必要かなと。そのリピーターの度合いが関係していく、そしてまた定住

にもつながっていく可能性がありますので、そういった視点をこれから整理してい

く必要があるのかなと、そのように思っております。  

  以上です。  

○神吉委員長  よろしいか。  
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  次の委員、お願いします。垣口委員。  

○垣口委員  簡潔に３点お聞きしたいと思います。  

  この成果説明書を見ますと、財源が全て国庫支出金になっているんですけども、

まず簡潔にこの理由は何でなんやと。  

  それと、２点目に、モンベルさんとの調査開始に際して市側からどのような資料

提供を行われたのか。  

  ３点目、調査において、市側の随行や案内などがあったのか。この３点、ちょっ

と簡潔によろしくお願いいたします。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  まず財源ですが、地方創生臨時交付金を活用させていただきま

した。この取組につきましては、都会の密を避けて宍粟市へ流れをつくるという業

務でございますので、この財源が補助対象となった理由でございます。  

  どのような資料を提供したかという点では、宍粟市の観光施設、そして、また 50

名山、その中には森林鉄道に行こうとか、そういった観光資源、また楓香荘、また

木のぬくもりのある旧野原小学校の資料を提供させていただきました。  

  随行回数につきましては、市職員が７回随行をさせていただいております。  

  以上です。  

○神吉委員長  垣口委員。  

○垣口委員  当初、ちょっと私聞いたんでは、市外の第三者的な目線で計画を立てる

というのが趣旨だったんじゃないかなと思うんですけども、その中にモンベルさん

の報告書を頂きながら、市は市なりのいろいろ考えていかれるんだと思うんですけ

ども、市がああだこうだいうんですか、意見や立案するようなものなのでしょうか。

そのあたりいかがですか。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  専門的なところでお示しをしていただいておりますので、その

ことを具体的な取組が多くございますので、その具体の取組について、市の視点で

実施が可能かどうか、そういった点も整理をさせていただきたいというところで、

今度はそういったところの視点をもって整理をしていこうと思っております。  

  以上です。  

○神吉委員長  よろしいか。  

  次の委員、津田委員、お願いします。  

○津田委員  続きまして、この報告書、令和２年度 1,000万円近い 990万円の費用がか
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かっていますけど、この調査費用の妥当性といいますか、それだけの資金を投じて

次年度につながるような報告書がもらえたのかどうか、その辺の評価というのはど

ういうふうにされたのか。まず１点お願いします。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  議員おっしゃったその報告書の内容の評価の点でございます。

本当にこの国の財源を使いながら、業務委託料のこの金額につきまして、アウトド

アのツアーの企画、運営、また地域活性化のコンサルタント事業もこのモンベル社

はされております。そういったアウトドアプラス地域活性化のノウハウの視点で今

回具体的に宍粟市の課題を整理する中で、エリアごとに具体的なモデルルートの設

定、それをすることで周遊性を高めていく、そして、アウトドアのフィールドの魅

力を高めるために将来の必要な環境整備、ソフト、ハード面を今回提案を頂いてい

るということで、今回のそういった業務につきましては、一定の内容で適切であっ

たと、そのように判断をさせていただいております。  

  以上です。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  ということは、モンベルさんが今提案されている内容、これ 100％やれ

ば、市が今掲げているこの目標であったり、そういったのは全て達成できるという

ぐらいの内容だったということでよろしいんですか。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  かなり具体的な取組を整理をしていただいているところがござ

いますので、可能な限りその具体を実現させていただきたいと思っておりますが、

ただ、宍粟市の財源の状況、いろんな点から再度見直す点はあろうかと思います。  

  以上です。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  本当にモンベルさんから提案受けた部分で次年度にいかにこれ結びつけ

ていけるか、その内容の精査ですよね、そこの部分をしっかり、こういう報告書と

か業務委託のお金って、本当にどの金額が適正なのかというのは、なかなか正直見

えづらい部分があると思うんですよ。要はやっぱりこの使ったお金を次年度にしっ

かりつなげていくということか非常に大事だと思いますので、そういう視点で先ほ

ど課題としてこういう課題の部分であったりとか、その辺を聞かせていただいたん

で、次年度にぜひつながるような取組を進めていただきたいなと。  

  やはり市民への周知ですよね。やはり北部活性化事業と言いながら、やはりほと
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んどの方がまだ内容的にはどういうことをやろうとしているのか、ほとんど周知で

きてない部分があると思うんですけど、その辺の部分の課題について、どういうふ

うに捉えられているのか、お願いします。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  委員おっしゃったように、まだまだ市民の皆さんにしっかりと

した市のビジョン、考えが具体的にこういうことを取り組みたいたというところは、

これからでございます。モンベルの報告書を頂いて、そしてこの実現性に向けて市

で整理をさせていただく、そして、その関係の地域、観光事業者、そして市民の皆

様にしっかり市の考えをお示しをさせていただく中で、この事業を確実に進めさせ

ていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。  

○神吉委員長  関連ですか。大畑委員。  

○大畑委員  一つだけ忘れておりましたんで、ごめんなさい。  

  このモンベルの報告書の中に森林セラピーの活用について、どのように報告され

ているのかというのを教えていただきたいんです。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  まず、森林セラピーと具体的に例えばイーバイクの連動性があ

ると。ですんで、その森林セラピー単体ではなく、プラスアルファのアクティビテ

ィをつなげることで、さらに相乗効果が増すと、そういった視点も今回の報告の中

で整理をいただいております。  

  以上です。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  イーバイク、セラピー基地の中にそういうのを乗り込んでいいんですか。  

○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  そういったことも森林王国のところで今検証をしていただいて

おりまして、そういった活動がどのようにできるかというところも今後整理をさせ

ていただきたいと思っております。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  頭の中も整理したいんですけども、モンベルさんの報告書は、森林セラ

ピーをアウトドアとして活用していくという視点でのことであって、市がいつもお

っしゃっているその企業研修として呼び込んでいくとか、セラピーを活用していた

だくそういう企画というのは、全く入ってないわけで、それは別でまたやるわけで

すか。  
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○神吉委員長  西川課長。  

○西川秘書政策課長  モンベルの報告書の中にも森林セラピーを使ってワーケーショ

ンをする、サテライトオフィスする、またそれが企業研修の中に取り込めるという

視点も報告の中で頂いております。その視点は我々がこの今営業部でも進めさせて

いただく中での視点なんですが、その森林セラピーをどう活用していくかという視

点でありますので、アクティビティという部分ではなくて、その連動ですね、一つ

のものに二つ、三つ掛け合わせて、宍粟市を滞在型にしていくアイテムができるの

ではないかと。そのような活動について提言をいただいているというところでござ

います。  

  以上です。  

○神吉委員長  よろしいか。  

  次の事業へ移ります。今井委員。  

○今井委員  そしたら、主要施策の 38ページの後期基本計画及び地域創生総合戦略策

定事業に絡んでの質疑をさせてください。  

  これ私いつも思うんで何回か今までも言ってきたことがあるかと思うんですけど

も、これ市にとって一番大切な計画だと思うんですけども、それが市民にほとんど

伝わってないというか、市民が一体となって計画をつくっていこうとかっていう、

そういうふうな雰囲気というか、今こういうことを策定しているということ自体を

知っている市民は果たして何％おられるでしょう、ほんとに。そのあたりのところ

が一番大事な計画だと思うんですけども、そこら辺のこと、それぞれいろんな分野

で市民の代表の人を入れられたりとか、いろいろされているのは分かるんですけど

も、何かそのあたりに対してどういうふうにお考えなのかなというのをちょっとお

聞きしたいんです。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  御指摘の内容は非常に理解できます。おっしゃるように市民一

人一人に宍粟市の将来像が届かなければいけないというふうに認識をしております。  

  検討委員会の中におきましても、やっぱり策定した後が重要だというふうに意見

を頂いておりまして、いつも市長にも言われているんですが、やはり全職員があら

ゆる機会を利用して積極的に周知していくというようなことか必要というふうに考

えております。  

○神吉委員長  今井委員。  

○今井委員  前回のときもダイジェスト版だったかな、全市民、全戸に配られたかと
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は思うんですけどね、結果を知らせていくのももちろんそれは大事だと思うんです

けど、やっぱり一番大事なのは共につくっていくという、つくる段階、今回の場合

はちょっと間に合わないかとは思いますけど、つくっていく段階でやっぱり自治会

とか、それを通して隣保に下ろすとか、各種団体にもっともっと下ろしていくとか、

そういうふうなことをやっていって、何年もかけてみんなでつくっていくみたいな

ね、そういうやっぱり方向が必要なんじゃないかなというふうに思うんですね。で

き上がったものをもちろん周知するのも大事ですけども、やっぱりつくっていく段

階から参加できたら、やっぱりその中で市民も、ああ、じゃあ、自分たちはこうい

うことを自分たちで頑張ろうというふうに、やってもらう、やってもらうばっかり

じゃなくって、自分たちもこういうことを頑張ろうというふうに、そういう意識づ

けにもなっていくんじゃないかなと思うんですね。そのあたりをちょっといつも思

うんですけど、考えていただければなと思うんですけど、いかがですかね。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  総合計画に市民の皆さんの声を反映させるということは委員お

っしゃるとおり非常に重要であるというふうに思っております。  

  御存じのように、本計画の策定におきましてもアンケート調査でありましたり、

市民の皆さんによるワークショップであったり、高校生のワークショップ、また各

種団体との意見交換ということも実施しておりまして、そのことについては取組の

方向性という形で整理をしております。計画策定の委員会におきましても時間をか

けて丁寧に議論してきておりますし、これからも丁寧に取り組みたいというふうに

考えております。  

  委員おっしゃる自治会や隣保等というようなところの議論、このことにつきまし

ては、以前も一度今井委員さんの御質問にお答えしたかも分かりませんが、少子・

高齢化が進む中において、やはり現在直面している地域の困り事、そういったもの

をどのように解決していくのか、そういった課題解決に関してはやはり時間をかけ

て地域でできること、できないことなどを整理しまして、自治会や地域の具体的な

そういったエリア的なまちづくり計画というのを自分たちで自らつくり上げていく

ということについては、もう委員おっしゃるような、そのような方法が非常に重要

だというふうに考えております。  

  計画の種類によりまして、その計画は主体は誰なのか、また、取組の実践活動は

誰が担うのか、そういうようなことを考えながら、計画策定の手法というものも

個々個別にやはり考えていくことになるのかなというふうに考えております。  
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○神吉委員長  今井委員。  

○今井委員  本当に職員の皆さんも少ない人数の中でいろいろと頑張っておられると

いうのはよく分かるんです。だから、例えばでき上がった冊子の中で、このページ

のこの文言は自分たちが言うたからここに載ったんやでとかっていうようなものが

それぞれの市民の中にいっぱい出てきたら、ああ、やっぱりみんな自分のものにな

っていくんじゃないかなと思うんですね。ちょっとそういうことを今言われた隣保

とか自治会とかアンケートとか、されているのは分かるんですけども、それが後期

のこの計画に少しでもやっぱり反映されていくような形でしていってもらえるよう

に、それはお願いいたします。  

  以上で結構です。  

○神吉委員長  審査の途中ですが、ここで休憩をいたします。  

  10時 30分まで休憩します。  

     午前１０時１９分休憩  

                                       

     午前１０時３０分再開  

○神吉委員長  休憩を解き、委員会を再開します。  

  次の事業に移ります。  

  今井委員。  

○今井委員  そしたら、主要施策 38ページの木育・ウッドスタート事業についてお聞

きします。  

  市長公室で出てきている部分の範囲で結構なんで、要するに統括をここでされて

いると思うんですけども、基本的にもう何年か継続されてますが、これやってきて

市民からの反響とか、評価とか、そのあたりについてちょっとお伺いしたいです。  

  以上です。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  それでは、取りまとめというところでお答えをさせていただき

ます。  

  宍粟市の木育につきましては、御存じのように、木を好きな人を育てる活動とし

ておりまして、教育や子育て、そういったところに木育を取り入れる活動を行って

います。地域創生課では幼稚園、こども園、保育所の子どもを対象として木育玩具

づくりのワークショップであったり、中高生への木育新聞の配付、また社会福祉課

では、誕生祝い品としてしそうの箱庭の贈呈、それと市内の小中学校においては、
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いきいきプロジェクトによる森林教育活動、それと子育て支援センターでは、いち

のぴあの木製玩具の開放であったり、波賀でおもちゃ図書館での玩具貸出し、そう

いったものを行っており、子どもの心に残ってくれるような活動について取り組ん

でおります。  

  市民の皆さんの声というところでございますが、まず誕生祝い品につきましては、

やはり積み木が手頃な大きさであって、子どもにとっては安全だというようなこと、

また宍粟市らしい祝い品だというようなこともおっしゃっていただいています。ま

た、木育ワークショップにつきましては、幼稚園、保育所、こども園の先生方の実

績発表会を開催していただいておりまして、その中で非常にいい取組であって、子

どもたちにとっては次年度も取り組み続けていっていただくことがそういうことに

つながるかなというようなことも意見交換をしていただいているところです。  

  また、いちのぴあの玩具では、新聞でもありましたように、遠くからそういった

ものを求めて来られるということについては、やはり宍粟市ならではのそういう木

育というものが市民の皆さん以外にも伝えられているのかなというふうに感想を持

っております。  

  以上です。  

○神吉委員長  今井委員。  

○今井委員  分かりました。本当にいい取組だと思うんでどんどん拡充してやってい

っていただきたいなと思います。  

  以上です。  

○神吉委員長  次の委員、お願いします。  

  津田委員。  

○津田委員  これも継続事業で評価の中で木育に取り組む意識の醸成を何をもってこ

の辺が図られていると判断しているのか、その辺を聞かせてください。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  先ほども御答弁させていただきましたように、やはり木育は木

が好きな人を育てるという心や生活に浸透させるということが必要でありまして、

この取組はやはり息の長いものであるかなというふうに考えております。  

  心や生活が短期間で変わると、そのことを評価するというようなことは、今では

困難であろうというふうに考えておりまして、このことにつきましては、総合計画

後期基本計画の中において、新たに木育の視点というのを取り入れさせていただい

たところでありまして、今後、総合計画策定時のアンケート調査、そういったもの
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の中に木育のそういった心に響くような何かアンケート項目を作りまして、その意

識を継続して調査していくことによって、どのように市民の皆さんが木育に対して

の考えを変えてこられたのかというようなところを少し見ていきたいなというふう

に考えております。  

  以上です。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  そしたら令和２年度に関しては、例えば木育新聞なんかのアンケートで

あったりとか、これを見てどういう感想を得たとか、そういったアンケートなんか

は実施はされてないということですかね。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  令和２年度の木育新聞の配付は、小学校、中学校の生徒という

ところになっておりますが、その生徒から直接アンケートというようなところにつ

いては聴取はしておりません。ただ、教員の先生からは非常にいい機会だというふ

うにいつも言っていただいておりますので、そのことが子どもたちにもしっかりと

伝わるようにさらに引き続いて取り組んでいきたいというふうに思っております。  

○神吉委員長  次の事業へ移ります。今井委員。  

○今井委員  続いて、同じページの下のほうの特別定額給付金事業についてお伺いし

ます。  

  まず、最終的に届出先不明とか等々、渡せなかった人数は何人か。あるいは辞退

された人数は何人かというのを教えてください。  

  それから、今後もこのようなことが考えられますので、今回全市民に 10万円渡す

とかというのは今までになかったことが行われたわけで、これを行ったことで得ら

れたことであるとか、今後に向けての課題等々、分かったことを教えていただきた

いと思います。  

  以上です。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  まず、最終的に渡せなかった人ということでございますが、未

申請の件数については 35件という形になっています。そのうち辞退された方は３件

という形です。  

  それと、得られたことはというところですが、今回申請の添付書類として、本人

確認資料の写しというものが必要でありました。市内の金融機関とかＪＡ、また郵

便局、また一部の自治会におきましてもコピーの無料サービスというのを実施して
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いただきましたり、また申請書の書き方のサポートというのをそういった窓口で行

っていただいております。昨年は初めての緊急事態宣言下で市民の皆さんも非常に

不安に思われていたというふうに思いますが、官・民・自治会などが協力して早期

にこの困難を克服できた、給付できたというようなことは少し得られたことかなと

いうふうに感じております。  

  また、課題ということに関しましては、コロナ禍という形で非常に対面が制限さ

れる中で、郵便やオンラインによる申請が推奨されておりました。そのことについ

ては非常に高齢者の皆さんは難儀をされたんじゃないかというふうに考えておりま

す。  

  以上です。  

○神吉委員長  よろしいか。  

  次の事業へ移ります。大畑委員。  

○大畑委員  それでは、部局資料で出していただいておりますブナ基金、ふるさと納

税の状況について質疑をいたします。  

  まず、この資料の質疑をする前に、宍粟市の方が宍粟市以外へ寄附をされている

と思うんですけど、その額がどのぐらいなのかということと、あと、それについて

は交付税に算入をまたされるということも伺うんですが、何％交付税に算入されて

という、どういうふうになっていくのか、その仕組みも含めて教えてください。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  御質疑にお答えします。  

  まず、令和２年度といいますか、１月から 12月というふうに課税年度でお答えさ

せていただきますが、宍粟市の方が市外に寄附されている金額は 5,039万 49円とい

う額です。このうち、住民税が控除されるであろうという額が 2,326万 7,189円とい

う額になります。この 2,326万 7,189円の４分の３が交付税として措置されるという

ルールになっておりまして、宍粟市の実施負担はその４分の１の 581万 6,798円とい

う形になります。  

  以上です。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  分かりました。では、３ページのほうに入らせていただくんですが、こ

のふるさと納税の活用と充当、そのあたり、３、４ページにわたるんですかね、つ

いてちょっと質問させていただこうと思うんですが、まず、令和２年度のふるさと

納税実質は２億 4,000万何がしをいただいておるわけですが、そのうち令和２年度
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で充当されているのが約１億 4,600万円ぐらいになっていますね。ですから、令和

２年度の納税いただいている金額のうち活用しているのが半分いってないですね。

これは想像しますと、多分この令和元年度末の基金残高を目安に多分決めてはるん

かなと思ったんですけども、そういう解釈でよろしいでしょうか。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  活用の金額を予算に反映させるという意味では、今おっしゃっ

たとおりでございます。少し質問の趣旨としましては、充当金額が事務費と比べて

少ないんではないかというような意味だというふうに。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  最初の質問は、予算上の問題として令和元年度の残高が目安になってい

るという解釈でよろしいわけですね。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  はい、おっしゃるとおりです。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  それで、質疑なんですけども、令和２年度にせっかく頂いて、寄附者の

こういう事業に活用してほしいという意向もございますよね。それが当該年度に反

映されないというのは残念なので、ある程度確定する、６月に確定するのかな。で

すから、その後補正とか、そういうことで当該年度にもう少し活用事業として執行

してもいいんじゃないかなというふうに思いますが、そのあたりどういう考えなん

でしょうか。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  このブナ基金の充当につきましては、主に新規と拡充事業とい

うのを優先的に充当させていただいております。現在、この新規・拡充事業に限っ

て言いますと、国からの地方創生推進交付金であったり、ひょうご地域創生交付金

というのがございまして、ちょうどブナ事業に充当する事業とダブっているんです

ね。ですから、国の補助金であったり、県の補助金を先に充当しまして、その残り

をブナ基金という形で充当しておりますので、結果的にブナ基金の充当額が少なく

なってきている。また、年度途中に新規拡充事業がございましたら、当然ブナ基金

の活用という形では計上させていただいております。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  そこは分かりました。今度は、令和２年度の活用事業のほうに充当する

金額と、それから返礼品とか事務費、そちらに使う割合で質問をしているんですが、
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全体の中で返礼品のほうが７割強費用がかかっているわけですね。ですから、実際

返礼品も令和２年度から変わったんかいね、制限が設けられて、地産のものという、

地元で取れたり、あるいは地元で加工するものと限定されてきたと思うんですね。

あまり大きな返礼品は出せなくなってきたと思うんですが、事業のほうに充当する

金額が３割を切ってしまっているということで、このあたりはどうなんですかね、

こういうふうに結果的になってしまうんでしょうか。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  令和元年度から総務省通知という形で非常に高額な返礼品につ

いてはいかがなものかという通知の中で、今現在３割程度という形で進めておりま

す。  

  先ほども申しましたように、まず１点目の要素としましては、先に国県の補助金

を充当しておりますので、仮にこの国県の補助金がなくなれば、この金額、例えば

地方創生推進交付金ですと 800万円程度、今年の決算で出ています。また、ひょう

ごの交付金については 5,000万円程度という形になりますので、こういった金額が

全部ではないにしろ、なくなれば、ブナ基金の充当というふうに増えてくるという

形になります。  

  また、寄附者の方から寄附を頂いておりますので、基本的にはやはりこの寄附が

あったから宍粟市としては新たに事業をしたとか、拡充しましたよという形で寄附

者の皆さんに公表させていただくということを今ルールとしては決めておりますの

で、継続的に発生する継続事業については今現在は充当を控えているというような

状況でございまして、そういったところも要因としてはあるのかなというふうに考

えております。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  活用事業の金額が少ないのは、先に国県の補助金を使っているのでそう

なっているということですが、国県の補助金を事業に乗せた場合、 4,100万円です

けど、令和２年度、実際総額としてどのぐらいになっていますでしょうかというの

が１点。  

  それから、それぞれ寄附の意向が区分で１番から８番までの分類で寄附の意向を

示されておっても、基金に積んでしまうと、それが基金取崩しのときに反映されて

いるのかいないのか、そのあたりもちょっと分からないので、２点お伺いいたしま

す。  

○神吉委員長  西嶋課長。  
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○西嶋地域創生課長  先ほどの御質問につきましては、活用事業については約 4,100

万円程度という形で実績が上がっておりまして、ひょうごの交付金であったり、国

の補助金であったりをオンしますと、おおむねこれが１億円程度になるのかなあと

いうふうに考えております。  

  おおむね令和２年度の実績としましては、もし仮に補助がなかったら、半分半分

ぐらいになっていたのかなあというふうなことを思っております。  

  また、先ほどおっしゃいましたように、寄附については寄附者の意向により環境、

観光等々の区分によって寄附をいただいているものと、選択がないものという形で

す。この管理にしましては、基金に積み上げますと合算になりますが、しっかりこ

の区分ごとに新規事業、拡充事業という形で充当をするように、そのようなルール

で行っているところです。資料については３ページで１番が寄附の基金の残高、２

番が充当させていただいたところという形で、６番として各区分ごとに残っている

よというふうに表示をさせていただいております。  

  以上です。  

○神吉委員長  よろしいか。  

  次の委員お願いします。津田委員。  

○津田委員  このふるさと納税、同じところなんですけども、今回 10万円以上の高額

寄附コースでコース設定を設けて拡充を図ったとなっていますけど、実際１万円単

位で増やしていって、令和元年と比べてどうだったのかという部分と、クラウドフ

ァンディングで１団体の募集内容と、それの成果のほうをお願いします。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  まず 10万円以上の高額寄附というところの御質疑ですが、新た

に 25万円のコースというのを令和２年度には設けておりまして、 150万円の寄附を

そのコースによって頂いております。  

  また、クラウドファンディングでございますが、募集の内容というのは、学校跡

地のリノベーションとしてゲストハウスに改修するというような取組でございまし

た。  

  寄附金を募集しまして、成果としましては、募集団体に対して 157万 744円を支援

として交付をさせていただいたところです。  

  以上です。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  年々令和元年から令和２年にかけて高額寄附というのは増えているんで
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すか、推移的に。 10万円以上の高額寄附というのは、件数的にはどうなんですか。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  令和２年度につきましては、 50万円、 100万円等々の寄附につ

いても設定がありまして、ちょうど千葉で停電がありまして、そのことが一つの要

因としまして、市内の企業さんのソーラーシートであったり、またコロナ禍で家庭

需要ということでスクリーンであったり、そういったものが非常に高額商品として

寄附をいただいたというふうになっております。基本的には高額商品というのはな

かなか寄附をいただけるということは難しいんですが、需要需要で特化していけば、

寄附は見込めるかなというふうにも考えております。  

○神吉委員長  次の委員、お願いします。八木委員。  

○八木委員  すみません。私のほうもふるさと納税推進事業の関係なんですけども、

決算書のほうの 80ページのほうに委託料のちょっと内訳が載ってるんですけども、

その中の受領証明発行等業務委託料ってあるんですけども、しようもないことを聞

くんですけども、これは当局のほうではできないんでしょうか。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  少し御質疑に対して回答が長くなりますが、お許しください。

説明をさせていただきたいと思います。  

  受領証明書の発行業務の内容については、１件の寄附者に対しましては、まず三

つ折り圧着はがきによりましてお礼状と寄附証明書、そういったものを作成、発送

をしております。ちょっとどんなものかイメージ、今日持って来させていただいた

んですが、これが三つ折りの圧着はがきになります。ここにＬＩＮＥの紹介であっ

たり、ここは音水湖の夜景、圧着なんでこういうとじ込みになりますけども、中に

市長のお礼状と寄附の証明書というような形で、こういったものを発送をしており

ます。  

  複数者の寄附者に対しましては、長３の封筒、それにお礼状とか証明書、また先

ほど言いましたＬＩＮＥの紹介であったりチラシ、そういったものを折込みで３点

で送っております。また、複数者の中でもワンストップ特例といいまして、確定申

告をしなくても大丈夫だよという制度がございますが、その希望者に対しましては

確認、Ａ４の封筒によりまして、そういった礼状等々についても一緒に送付をして

いるところでございます。  

  送付後につきましては、寄附者へのお礼状の送付、このお礼状ですね。これも兼

ねていることから、週に１回、発送と。当然寄附をいただいたので即発送という形
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を取らせていただいております。おおむね年間、令和２年度の実績ですが、圧着は

がきが 3,700通、それと長３の封筒が 1,500通、それと角２の封筒が 2,600通という

ふうになっておりまして、１通当たりの単価契約、中に入れるものが全て違います。

複数ですと、寄附者が３件も４件もということになると、礼状も３件、４件という

ふうになっていきます。  

  その業務委託料の中には、郵便料というのも含まれております。これが 72万円と

いう形になりますので、実質の経費としましては 175万円が経費としてかかってい

るということです。  

  御質疑のように、この本業務につきまして自前でできないかということに関しま

しては、まず、個人情報を扱うということになりますので、自前ですと、この圧着

はがきが封筒ということになろうかと思います。封筒になりますと、郵便料が増額

ということになりますし、また、これを自前でするには消耗品であったり、会計年

度任用職員の人件費ということが発生します。経費を比較しますと、経費的にはさ

ほど変わらないというのが現状でございます。むしろ内容物は個人ごとに全て異な

りますので、その作業についてはやはりダブルチェック、複数人のチェックという

ことが必ず必要になってきます。職員がそれに関わると実質的にはそういった手間

であったり、経費であったりというのは高くついていくということでございまして、

現時点では経費的に同程度ということでございますので、ふるさと納税に関わる会

計年度任用職員や担当者が充実したサイト管理や広告宣伝の実施、また返礼品の開

拓に時間を割くということが寄附を獲得することにつながりますので、また圧着は

がきのように効果的な案内、こういった形で効果的な案内ということで少しでも寄

附者のリピートにつなげていきたいというふうに考えておりますので、当然委員お

っしゃるように費用対効果というのも十分見定めながら、現時点ではこの業務委託

については、続けていけたらなというふうに考えております。  

  以上です。  

○神吉委員長  続いて次の事業へ移ります。大畑委員。  

○大畑委員  主要施策の成果説明 39ページと、それから委員会資料 24ページでござい

ますが、高齢運転者の免許自主返納促進事業について、その成果について伺いたい

というふうに思います。  

  まず、はつらつチケットですね、 500枚つづりだと思いますが、これを 134人の方

に交付実績がございますけども、全体何人ぐらいの返納者に対してこの人数なのか

ということでの評価を伺いたいと思います。  
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  それと、委員会資料 24ページでは、 134人にこのチケットを渡されてますので、

枚数としては１万 3,400枚、これがうまく公共交通に乗り換えていただけたら事故

防止につながるという目的だろうと思うですが、その補助金実績として全部で 33万

7,000円ということなんですが、これらについての成果をどのように考えておられ

るのか、最初に質問したいと思います。  

○神吉委員長  村上課長。  

○村上危機管理課長  失礼いたします。危機管理課の村上でございます。よろしくお

願いいたします。  

  はつらつチケットの交付実績の評価につきましては、参考としまして令和２年度

の宍粟警察署で受け付けされました運転経歴証明書の発行件数、これが 238件でご

ざいます。なお、この 238件につきましては、 65歳以下等の方も含まれております。

そのうち、はつらつチケットの交付割合が 56％となっております。よって、免許返

納者におきます本事業のニーズにつきましては、高いものであると考えております。  

  それと、２点目の公共交通の利用実績と単年度の交付枚数についての補助金決算

額での成果についてでございますが、令和２年度のはつらつチケットの利用実績は

補助金額で 33万 7,000円、令和元年度が 43万 1,300円でありました。令和２年度はコ

ロナ禍による外出の自粛などの影響によりバスの利用が控えられたのが利用が低か

った要因の一つにあるのではないかと考えております。  

  以上でございます。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  まず、警察のところでお調べになっている高齢者以外の方も含まります

が 238件で、交付実績が 56％で高いというふうにおっしゃったんですが、高いとい

う評価されている、もう少しなぜ 56％で高評価なのかということと、それから、こ

のチケットを交付するということの周知ですね、該当者に対してどのような周知を

されててこういう実績になっているのかというのを教えてください。  

○神吉委員長  村上課長。  

○村上危機管理課長  先ほど申しました 65歳以下等につきましては、安富の方も含ま

れております。そこをちょっと区分することができないので、そういった言い方を

させていただいております。  

  それと、バスの利用につきましては、ちょっと運動機能や認知機能の低下などで

公共交通のほうを利用されることが難しい方もいらっしゃいますので、そういう方

もやはり控えられたのかなというところもございます。  
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  それと、啓発のほうなんですが、高齢者向けの交通安全教室や高齢者大学、また

しーたん通信、ホームページ等で本事業の啓発のほうを行いたいと考えております。  

  以上でございます。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  非常に利用実績が少ないので、どうかなと思ってたんですけど、それは

コロナというふうにおっしゃってますが、それは想像ですよね。当初予算の段階で

もこの事業に対しては 55万円という予算ですので、そのときにどんな議論があった

かはっきり覚えてないんですが、全体が公共交通に乗り換えてもらう、返納者がで

すね、公共交通で移動してもらうというもともとの設計になってないですよね、 55

万円ですから。そこはどのように考えておられるんですか。  

○神吉委員長  村上課長。  

○村上危機管理課長  本事業の狙いとしまして、 65歳以上の運転免許自主返納者に対

しまして公共交通利用を支援をすることによりまして、高齢者が免許を返納しやす

い環境をつくるというのが本事業の目的でございますが、どうしても免許を返納し

なさいというものではなくて、本人、家族の方が自らの運転免許の保有について、

考えていただくきっかけづくりの一つとしても考えていただきたいなと考えており

ます。はつらつチケットを利用していただいて、公共交通のほうもまた利用してい

ただくという、きっかけになるんではないかと考えております。  

  以上です。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  そうなんですけどね、私が尋ねているのは、返納、それはもう本人とか

家族の意向によりますけど、受け取られたうちに利用されているのが非常に少ない

でしょう。だから、予算の金額というのは公共交通を利用される予算であったり、

決算になるわけですね。もともと 55万円というのが返納者全体が公共交通に乗って

もらうという制度設計になってないですねというふうにお尋ねしているんですね。

ですから、田舎に住んでいたら、返納したほうがいいけども、返納してしまったら

もう動けないと、買い物にも行けないということがあるので、そういう御心配がな

いようにということで、このはつらつチケットを渡して公共交通でお出かけくださ

いみたいな仕掛けやろうと思うんだけども、それが十分になってないんじゃないで

しょうかということをお尋ねしているんですけど、そのあたりはどうお考えでしょ

うかということなんです。  

○神吉委員長  村上課長。  
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○村上危機管理課長  失礼します。このはつらつチケットのほうにつきましては、過

年度に交付してある分についても利用ができます、利用期間中であれば。それと、

令和２年８月にはつらつチケットのアンケートを採らせていただいております。中

で、はつらつチケットの利用の頻度としまして、週１回以上が 22％、それから月１

回以上が 41％というような形になっております。やはり通院で利用される方が結構

このチケットが多いようでございます。そういったところから利用については高齢

者の方、通院の月１回の利用というのが多いようで、こういうような実績になって

きておるのかなと考えております。  

○神吉委員長  よろしいですね。続いての委員、垣口委員。  

○垣口委員  今先ほどの話で大分分かりましたんで、あれなんですけども、こういう

予算額ですけども、何人ぐらいの返納者があるということを見越して毎年お組みに

なっておられるんでしょうか。簡潔にお答えいただけたらと思います。  

○神吉委員長  村上課長。  

○村上危機管理課長  失礼します。はつらつチケットの申請が平成 30年度の実績で

131人ございました。令和２年度の予算要求時点で令和元年度の実績見込数か 200人

と考えており、令和２年度の当初予算につきましては 250人程度本事業で申請があ

るという見込みで予算のほうを立てさせていただいておりました。  

  以上です。  

○神吉委員長  次の事業へ移ります。  

  津田委員。  

○津田委員  防犯カメラ設置補助事業について質疑させていただきます。これ当初の

目標が設置台数の目標が７台で 52万円の予算計上されてまして、結果 12台で 24万円、

この決算の理由が１台当たりで計算、当初見てたら目標値、何かものすごい金額が

低く感じるんですけど、その金額の根拠と、この台数で地域の要望に全て応えられ

たのか、その辺をお尋ねします。  

○神吉委員長  村上課長。  

○村上危機管理課長  設置台数の目標数に対して決算額において地域の要望に応えら

れたのかというような御質問を頂いております。令和２年度当初において、令和元

年度の実績に基づき５自治会７台分として 30万円を計上させていただいておりまし

た。しかしながら、４月以降想定以上の 12自治会から 14台の補助要望がございまし

た。９月議会におきまして補正予算で不足見込額を計上し、お認めいただきました

結果、最終予算額が 52万円となっております。最終的には県へ要望された 14台全て
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が補助対象となりまして、補助対象等が採択されたことによりまして、結果的に 28

万円が予算残となっております。  

  自治会要望箇所の全てが設置できましたので、各自治会の要望につきましては、

お応えできたと考えております。  

  以上です。  

○神吉委員長  次の委員、お願いします。八木委員。  

○八木委員  私のほうからも同じことなんですけども、これまでも自治会等にかなり

の数が設置されたと思うんですけども、現状を見られて抑止力があるのかどうか、

検証されているのかというのをちょっとお伺いしたいなと思っています。私自身も

防犯カメラ設置するのは防犯上大変いいことじゃないかなと思うんですけども、や

っぱりプライバシーのこともありますんで、ちょっとお伺いしたいです。  

○神吉委員長  村上課長。  

○村上危機管理課長  カメラの犯罪抑止力の検証につきましては、設置された場所、

個別については検証のほうは行っておりませんが、市内の刑法犯罪認知件数につき

ましては、平成 26年度の値で 221件でございました。令和２年度の値が 126件と、 95

件大幅に減少しております。こういったことから、この防犯カメラにつきましても

犯罪抑止力の一つにはつながっているのではないかと考えております。  

  以上です。  

○神吉委員長  よろしいか。次の事業へ移ります。  

  八木委員。  

○八木委員  私のほうから消防団員運転免許取得等補助金のことにちょっとお伺いい

たします。  

  予算額に対して少ないんですけども、資料の 28ページの結果では、効果があった

とされているんですけども、減額した理由というのはどういうものなんでしょうか。  

○神吉委員長  村上課長。  

○村上危機管理課長  消防団員運転免許取得等補助金につきましては、当初予算にお

きまして、準中型免許取得を１名、それからオートマチック限定解除を５名分を予

算化させていただいておりました。昨年からの新型コロナの影響によりまして、団

員の中で免許取得の希望があるものの、社会生活の中でいろんな部分が行動制限さ

れております。それで消防団活動におきましても訓練等に制限がある中、昨年度は

免許取得をとどまられたという経緯がございます。  

  なお、実績といたしまして、その中でも２名の団員がオートマチック限定解除を
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できたということで、その団員が将来にわたりまして消防団の車両が運転でき、有

事に対応できるということでございますので、効果があったと判断させていただい

ております。  

  以上です。  

○神吉委員長  八木委員。  

○八木委員  すみません。あと、もう一つ、ちょっとお伺いしたいんですけども、前

年度は３台の新型の新しいのが導入されたと書いてあるんですけども、その３台は

ミッション車なのでしょうか。それともオートマチック車なのでしょうか。  

○神吉委員長  村上課長。  

○村上危機管理課長  オートマチック車を導入させていただいております。  

○神吉委員長  八木委員。  

○八木委員  ほな、３台ともオートマチック車ということで、そしたらオートマチッ

ク限定の免許を持っておられる方も、多分団員の方にもかなりいると思うんですけ

ども、今後そういうオートマチックの車が増えるとなれば、こういう補助金という

のはどうなるんでしょうかね、準中型というのがあると思うんですけども、そうい

うとこはどうなんでしょうか。  

○神吉委員長  村上課長。  

○村上危機管理課長  平成 29年３月の免許の改正によりまして、普通免許が車両重量

が 3.5トン未満、最大積載量が 2.0トン、それから定員が 10人以下、受験資格が 18歳

以上となっております。この免許ですと、今のポンプ自動車のほうが乗車できない

というようなことになりますので、この準中型免許の取得を活用していただけたら

と考えております。  

  以上です。  

○神吉委員長  次の事業へ移ります。  

  津田委員。  

○津田委員  部局資料の８ページなんですけども、この表を見る限り、令和２年度成

果が出ているんですけども、この要因はどういうふうに分析されているんでしょう

か。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  全庁的な取組としまして、現年度分の課税の徴収をまず徹底を

するということで、新たな滞納をつくらないということを徹底しております。  

  それと、年４回収納状況を所管委員会に報告する、このことによって、収納状況
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の把握と委員会からのチェック機能、また内部のチェック機能と、双方の強化が図

られているというふうに考えております。  

  また、税ではクレジット収納による納税環境が向上してきたということも要因で

あるかと思います。  

  それと、滞納債権、また徴収に関しましては、徴収の整理強化月間というのを設

けておりまして、県との共同催告などによりまして徴収強化、そういったことも図

ってきておりまして、やはり一つ一つの継続した取組ということが積み重ねた結果

というふうに考えております。  

○神吉委員長  よろしいか。次の事業です。  

  津田委員。  

○津田委員  部局資料の 13ページです。このオンライン会議システムの導入事業なん

ですけども、この実際どのようなシステムを導入したのか。あと委託先の選定理由

は。その辺をお聞かせください。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  13ページの 24番のところというふうに捉えております。地域創

生課としましては、ウェブ会議用のカメラ付きのノートパソコンというのを 20台入

札により調達しております。資料にあります上から二つことにつきましては、Ｗｅ

ｂ会議システム構築業務、ネットワーク構築業務、このことになりますが、業務内

容につきましては、本庁や市民局間等のネットワークの構築ということになります

ので、その部分につきましては申し訳ございませんが、総務部の審査時にお聞きい

ただきたいというふうに思います。  

○神吉委員長  それでは、次の事業です。  

  今井委員。  

○今井委員  部局資料の 21ページ、あるいは 25、 26ページも一緒なんですけども、

100万円以上の契約で随意契約が非常に多いように思うんです。随意契約、ちょっ

と随意契約をしてもよいというルールがあると思うんですけども、ちょっとそのあ

たりも含めてこの辺の説明をお願いしたいと思うんです。  

○神吉委員長  なぜこのようになるかということですね。西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  それでは、複数の所管にわたっておりますが、一括でお答えさ

せていただきたいと思います。  

  部局資料の 21ページにつきましては、番号１、番号６、番号８につきましては、

プレゼンテーション方式によりまして、契約候補者を選定しております。その結果、
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入札を経ない契約として随意契約を行っております。根拠としましては、地方自治

法施行令 167条の２第１項第２号という形になります。  

  また、４番目につきましては、業務の内容が専門的で機器の配置や屋内配線等の

状況を熟知している業者によって行ってもらうという形で、これも随意契約という

形で、根拠としましては施行令の第６号になります。  

  また、７番につきましては、特殊な業務でありまして、入札に準じて見積もり徴

収、公告を行っております。結果、最低見積者と随意契約したという形になります

ので、これも地方自治法施行令の第２号という形になります。  

  以上です。  

○神吉委員長  よろしいか。次に行きます。  

  引き続き、津田委員。  

○津田委員  私も同じところなんですけども、この工事設計監理業務が随意契約にな

っている、この理由ですね、これは随意契約の第何号に、どれに該当するのか。  

○神吉委員長  答弁できますか。西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  これプレゼンテーション方式という形になりますので、基本的

には契約候補者をまずプレゼンテーションで選定をします。それによりまして契約

を行いますので、随意契約にはかわらないんですが、先ほど言いましたように、地

方自治法施行令の第２号に分類されるというふうに明記されております。  

○神吉委員長  よろしいか。津田委員。  

○津田委員  また、これ確認しとくんですけど、これ、今、宍粟市のほうで随意契約

のガイドラインとか、こういったのはあるんですかね。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  今まで考え方というのは整理をされておりましたが、しっかり

ガイドラインとして市として統一したのは令和３年４月１日に文書化して職員には

周知されております。  

○神吉委員長  次の事業へ移ります。  

  山下委員。  

○山下委員  それでは資料を提出してくださいました令和２年度の新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金の活用状況ということについて、たくさんの資料

の提出をありがとうございました。それで、令和２年度のコロナ関係の感染症対応

のための交付金の決定額が９億 3,609万円ということで、その中でいろいろな部署

にわたっておりますので、私は市長公室の部署に対しての質問をさせていただきた
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いと思うわけでありますが、サーモカメラ等の購入 998万 6,000円について、その性

能、配置状況、総合的に見て効果的だったと言えるのかどうか、評価を伺いたいと

思います。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  御質疑の備品につきましては、先ほどおっしゃったように新型

コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金を活用しまして、新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止として購入をしたものでございます。公共の場におきまして、

不特定多数の方が来られる場所にて、人との接触、こういったことをすることなく、

体温が計測でき、またかつ体温を計測することで自己の体調管理、このことの意識

を高めていただくということにつながっていると考えておりまして、効果があると

いうふうに捉えております。  

  御質疑の中にありましたように、地域創生課では購入した備品の性能とか、また

設置場所ということの詳細については把握しかねておりますので、詳細については

それぞれの歳出を行った部局の審査時にお聞きいただきたいというふうに考えてお

ります。  

○神吉委員長  山下委員。  

○山下委員  あとは各部局の審査時にも聞いていきたいとは思います。そこで、この

サーモカメラ等が効果があるというふうにおっしゃったわけで、非常に外気温や日

光の影響を受けるみたいな形で、外気温が非常に高いときは発熱のおそれがありま

すというのをサーモカメラが連発しているような場合もありました。それで、例え

ば記録映像とかが残せるモデルだと、効果がよりあるというようなことを聞いたこ

とがあるのですが、そのあたりのところはお尋ねしていいものならお答えをお願い

いたします。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  機能のところについては把握をしておりませんが、基本的に今

回の新型コロナウイルスの対処方針でも市民の皆さんには体調管理として、まず起

きられたときであったり、外出されるときに体温を計測していただいて、体調管理

を行っていただきながら、また、予防的に公共施設であったり、いろんな施設に入

るときに確認をしていただくというような、ダブルチェックといいますか、そうい

うふうなことになろうかなというふうに思っております。  

  あくまでもサーモカメラによりまして、一つでそのことが達成できるのではない

ということで、複数のいろいろな取組によって感染症対策の防止に努めているとい
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うところであるかなというふうに思っております。  

  ただ、先ほどおっしゃったような要因、原因というふうなことがあろうかどうか

について、御確認をいただきたいんですが、ただ、本庁の下に置いている機器につ

いてもいろいろな市民の皆さんからの配置の場所とか、効果的な場所というような

形のものも御指摘をいただきまして、今最終的にあの場所になっているというよう

なことでございますので、各部局で聞いていただいて、もし、よりその機械が効率

的に使えるというふうなことがあれば、そのように対処もしていかなくてはいけな

いかなというふうに捉えております。  

○神吉委員長  よろしいね。はい。  

  続いて行かせていただきます。大畑委員。  

○大畑委員  資料はないんですけども、前から業務継続計画、ＢＣＰの計画を策定と

いうふうに聞いておったんですが、今、その進捗状況はどうなっているのか、お伺

いしたいと思います。  

○神吉委員長  村上課長。  

○村上危機管理課長  失礼します。業務継続計画につきましては、以前より計画策定

に向けて事務を進めておりましたが、新型コロナウイルス感染症の対策や人との接

触の制限や、また組織の再編に伴いまして、改めて優先業務の洗い出しを行う等の

必要がございます。策定のほうにはちょっと時間を要しておりますので、御理解の

ほうをお願いいたします。  

  以上です。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  状況は分かりましたが、その見込みとしてはいつ頃を考えておられるん

でしょうか。  

○神吉委員長  村上課長。  

○村上危機管理課長  できるだけ早く策定はしたいと考えております。また形になり

次第、委員会のほうで報告させていただきたいと思っております。  

  以上です。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  分かりました。委員長、ちょっと戻るんですけど、 25ページ、 26ページ

のことについて質疑させてもらいたいんですけど、よろしいですか。委託業務の関

係と、それから、その次の備品購入。  

○神吉委員長  まず、発言通告における質疑は終了しました。  
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  そのほかで質疑を受けたいと思います。  

  大畑委員。  

○大畑委員  先ほど随意契約の説明がありましたので、その関連で再度確認をさせて

いただきたいんですが、 25ページの１番と６番、防災センター管理費の関係の随意

契約二つについて御説明をいただきたいのと、それから、 26ページは、消防費の災

害対策費で２番、３番、この随意契約について御説明をお願いいたします。  

○神吉委員長  村上課長。  

○村上危機管理課長  すみません。これ資料に誤りがございます。１につきましては、

一般競争でございます。申し訳ございません。防災センター特定建築物環境衛生管

理業務です。一般なんです。申し訳ございません。  

  あと６ですね、防災センターの備蓄庫につきましては、雨漏りということがござ

いまして、緊急性がありますことから、予定価格が規則第 24条を超えておりません

ので、見積もり依頼をかけまして、見積もり徴収によりまして、契約のほうをさせ

ていただいております。  

  それと、避難所用の間仕切りの購入につきましても緊急性がありまして、市内外

の消防防災用具の登録業者等で見積もり徴収を行い、契約のほうをさせていただい

ております。  

  以上です。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  すみません、屋根の防水のやつは、少額の契約に該当するとおっしゃっ

たんですか。 24条というのは。  

○神吉委員長  村上課長。  

○村上危機管理課長  24条のほうと避難所の間仕切りの購入と、屋上の防水の改修工

事でございます。 30社に見積もり依頼をかけて、見積もり徴収によりまして契約の

ほうをさせていただいております。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  随意契約ができる何号のことをおっしゃっているのか分からないんです

けども、 24条の少額契約に該当ということをおっしゃっているんですか。屋根のや

つをもう一度お願いします。  

○神吉委員長  村上課長。  

○村上危機管理課長  緊急性により随意契約のほうを見積もり徴収でさせていただい

ております。  
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○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  緊急性というのは随意契約の中に緊急の必要によるものという、そこに

該当するということをおっしゃっているわけですね。その緊急というのは、条例上

はその緊急性をどのように書いてあるんですか。  

○神吉委員長  答弁できますか。西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  その緊急性のところですが、市の判断としましては第５号が緊

急性のところの条文になります。基本的には緊急に施工しなければならない工事で

あって、競争入札に付す時間に余裕がないときという決めでございまして、この場

合ですと、施設の状態を放置することで利用者の皆さんに不便を与えるという判断

の中から、入札に付さず見積もり徴収で随意契約を行ったという案件になるかなと

いうふうに捉えております。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  それは防災センターの雨漏りの話ですね。ちょっと前々から指摘されて

おったからね、雨漏りのは。だから、ちょっと緊急性というよりも競争入札が妥当

だったんと違うかなというふうに思いますけど、そういうことやね。  

  それから、もう一つ、備品購入なんですけども、この避難所の間仕切りとか防災

のワンタッチの間仕切りとかで 759万円随意契約って、非常に高額だなあというふ

うに思うんですけども、こういうようなのはいろんな業者間の競争入札に付すべき

だったんじゃないんでしょうか。これも緊急性ということで言われましたけども、

その緊急性というのはどういう緊急性なんでしょうか。  

○神吉委員長  石戸副課長。  

○石戸危機管理課副課長  失礼します。危機管理課副課長の石戸といいます。よろし

くお願いします。  

  この間仕切りにつきましては、報道のほうでも出ているかと思うんですけども、

各避難所についてもコロナ対策として仕切りを設けなさいということで指導が入っ

ております。それに基づきまして、各市内の避難所のほう、そういうコロナ対策も

含めまして間仕切りを購入するということで、それこそ最近災害等が多発しており

まして、そういうときに避難所開設を早急にしなければならないというところがあ

りました。それに基づいて緊急を要するということで、間仕切りのほうを購入させ

ていただいております。  

  以上です。  

○神吉委員長  大畑委員。  
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○大畑委員  分かるんです。避難所なんかは緊急性が僕はあると思うんですけど、開

設なんかはね。ところがコロナ禍というのは、令和２年度というのはもうコロナの

真っ最中だったわけで、事前に準備することができたんだろうと思うんですよ。で

すから、こういう間仕切りなんかの部分、避難所で使うものについて事前の準備が

なぜできなかったのかなというのがちょっと不思議に思いまして、緊急に造る場合

だったら、随意契約やという話になるんでしょうけど、もう少し前から準備できな

かったのはなぜかなという、率直にそういう疑問なんですが。  

○神吉委員長  石戸副課長。  

○石戸危機管理課副課長  失礼します。おっしゃるとおり事前の準備ができていなか

ったというところで緊急を要するようにはなってしまったんですけども、状況から

いいますと、コロナ感染対策ということで、宍粟市だけでなく、ほかの自治体のほ

うでも同様にこういう間仕切りの購入とか、そういう部分を進められておりました。

宍粟市のほうでも同じように考えておったんですけども、物資が納入されるとか、

そういう部分の時間的なものもありまして、緊急を要するという形になってしまっ

たんですけども、この令和２年度の段階で購入させていただいたと。おっしゃると

おり、先ほども申しましたけども、当初の段階から準備できてなかったというとこ

ろは反省すべき点かなとは思うんですけども、そういう形で対応させていただいた

ということで御理解いただきたいと思います。  

  以上です。  

○神吉委員長  よろしいか。追加の質疑ございますでしょうか。  

  津田委員。  

○津田委員  先ほど私もちょっと聞いていた工事設計監理業務の随意契約、これ第２

号が該当すると言われていたんですかね。ちょっと確認なんですけど。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  はい、第２号です。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  この第２号のどういう部分がこれ該当するのかなと。この性質または目

的が競争入札に敵しない契約っていうことですよね。その辺ちょっと詳しく教えて

いただきたいんですけど。  

○神吉委員長  井口副局長。  

○井口千種市民局副局長兼まちづくり推進課長  失礼します。建築の設計監理業務に

ついては、ただ単に価格だけでなしに、業者から提案を受けて、そのよい提案をし
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た業者から見積もりを徴収して契約するというのがプロポーザルの契約の段取りに

なっています。ということで、プロポーザルについては、第２号ということで国と

か県のほうから指導を受けて、価格だけの競争だけではない契約ということで、随

意契約になろうかと思います。  

○神吉委員長  よろしいか。はい。関連もしくはそのほかで質疑はございますでしょ

うか。  

  大畑委員。  

○大畑委員  委員会資料の 29ページをお願いいたします。不用額の関係についてちょ

っとお尋ねしたいと思います。  

  単純な質問なんで申し訳ないんですけども、特別定額給付金の事業で職員手当と

か需用費とか、いろいろ使用料まで含めてあるんか。ここの各科目について執行率

が非常に低いんですけども、その不要の理由については節約とか工夫とかって書い

てあるんですが、職員手当とかっていうのが節約・工夫というのがちょっと理解が

できないんですけど、どういうことなんでしょうか。  

○神吉委員長  西嶋課長。  

○西嶋地域創生課長  特別定額給付金の事務費につきましては、総枠として国のほう

から人数によってこれぐらいであろうという形の割当てがまずございました。その

中で割当てとしては 3,600万円程度の割当てだったんですが、当市におきましては、

その金額も必要ないだろうという形で予算を少なくして計上をしております。ただ、

計上をしておりましたが、急遽補正対応させていただいた関係で細かな積み上げと

いう形ではなくって想定という形でございました。  

  職員手当等につきましても、時間外であったり、また臨時職員等々の対応という

ところで計上させていただいておりましたが、平日昼間について各部局の応援等々

で事務処理を重ねたことによりまして、そういったものが不要になったという形で

不用額が出ております。その記載が節約・工夫というのが少し趣旨とは違うかも分

かりませんが、理由としてはそういうような理由でございます。  

○神吉委員長  よろしいか。はい。  

  以上、事前質疑ともに質疑は終了しました。  

  ほかにないようでしたら、これで市長公室の審査を終了しますが、よろしいでし

ょうか。  

     （「異議なし」の声あり）  

○神吉委員長  それでは、説明職員の皆様、ありがとうございました。  
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  これで、市長公室の審査を終了します。ありがとうございました。  

  次の再開は午後１時とします。午後１時まで休憩とします。  

     午前  １１時３９分休憩  

                                       

     午後  １時００分再開  

○神吉委員長  それでは、委員会を再開します。  

  決算委員会を再開します。  

  林委員より欠席の届けが出ておりますので、御報告いたします。  

  限られた時間でありますので、的確な質疑と円滑な進行に御協力をお願いいたし

ます。  

  審査に入る前に、説明職員の皆様にお願いいたします。説明及び答弁は、自席で

着席にてお願いします。説明職員が委員長席から分かりづらい場合がありますので、

説明職員は挙手の上、「委員長」と発言し、委員長の許可を得てから発言をお願い

します。マイクの操作は、全て事務局が行いますので、赤いランプが点灯した後発

言をお願いします。  

  また、委員の皆様にお願いいたします。  

  質疑は行政全般あるいは対象の事業についての疑問点を明らかにするものであり

ます。個人的な意見などに終始せず、適切な審査に努めていただくよう、よろしく

お願いいたします。  

  それでは、総務部の審査を始めます。  

  資料につきましては、委員はあらかじめ目を通しておりますので、必要な部分に

ついてのみ簡略に、概要の説明をお願いいたします。  

  前田部長、お願いします。  

○前田総務部長  それでは委員の皆様、午前中の市長公室に続いての審査となります

けども、よろしくお願いいたします。  

  まず、総務部につきましては、今年４月の機構改革によりまして、昨年度の企画

総務部の業務のうち主に内部管理事務を担当することとなっております。  

  最初に、令和２年度の決算ですけども、市全体といたしまして平成 30年度の災害

復旧に係る最終年度となるため、その復旧事業を最優先課題とする一方で、第２次

総合計画前期計画及び宍粟市地域創生総合戦略の計画に位置づけた取組についても

切れ目なく、また着実に推進することとしてスタートしました。  

  しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大によりまして、行政活動にも制約
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がかかる中、この新型コロナウイルス感染症対策を最優先課題に切り替え、国の交

付金等を活用し、感染防止や経済対策、それから生活困窮者対応などなど各種施策

を進めました。  

  まず、令和２年度の一般会計の決算につきましては、前年度からの繰越金を含め、

最終予算額が 311億 56万 8,000円とかつてない大規模な予算額となりました。これは

37億円を超える特別定額給付金を初めとするコロナウイルス感染症対策に係る経費

が大きく影響をしておるところでございます。  

  予算額に対する歳入決算額は、 300億 1,525万 7,238円で、収入率で 96.5％、一方、

歳出決算額は 290億 5,334万 2,005円で、執行率は 93.4％となっており、歳入歳出差

引額が９億 6,191万 5,233円で、翌年度への明許や事故繰越などの繰り越すべき額１

億 2,236万 7,000円を差し引き８億 3,954万 8,233円の実質収支となりました。  

  一般会計の歳入では、普通交付税等で合併算定外から一本算定への影響が７割か

ら９割になり、その額が約１億 3,460万円ありましたが、ただし、実際の交付額を

見てみますと、普通交付税としては、昨年度比で約 850万円の減、また、臨時財政

対策債が約 3,650万円の減で、合わせますと実質的には約 4,500万円の減にとどまっ

ております。  

  また、財政調整基金につきましては、災害復旧事業やコロナ対策事業の一般財源

での対応分として約 4,000万円の取崩しを行っております。  

  次に、歳出では、会計年度任用職員制度の導入や社会保障費関係経費の増加、消

費税増税の影響が通年分となる経常経費が増加する一方で、これまでの繰上償還の

効果等により、公債費につきましては、元金、利子合わせて繰上償還を除くと前年

度比は減となっております。  

  令和２年度においては、災害復旧事業やコロナ対策を除いて、財政調整基金の繰

入れは行っておらず、その他各種財政指標も含め、総じておおむね健全な財政運営

ができたと評価しております。  

  なかなか歯止めがかからない人口減少等の喫緊の課題については、積極的に取り

組まなければならない一方で、新型コロナウイルス感染症対策などの新たな財政需

要や社会保障費等の増加など、財政負担も懸念される中で、既存事業の見直しなど、

今後さらなる歳出抑制が課題となっております。  

  続いて、各課の取組について、概要を説明させていただきます。  

  まず、総務課関係では、成果説明書 41ページの職員研修です。  

  新型コロナウイルス感染症の影響により、一部予定しておりました研修ができま
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せんでしたけれども、質の高い市民サービスを提供するため、市独自の研修に加え、

広域連携により実施する研修や各種機関の実施する研修に積極的に参加させること

により、職員の個人能力を高め、市役所全体の組織力の向上を図っております。  

  また、 43ページの選挙関係では、５月２日執行に向けた市長・市議会議員選挙費

でポスター掲示場設置撤去の発注を行ったほか、投票用紙等の事前準備を行ったと

ころでございます。  

  このほか、令和２年度から始まった会計年度任用職員制度の円滑な運用や障がい

者雇用の推進、さらには働き方改革に伴う時間外勤務の上限規制、年休取得の義務

化に係る取組も進めてまいりました。  

  次に、財務課につきましては、成果説明書にはありませんが、普通交付税の一本

算定に向けての減額が進み、財政収支バランスの悪化が懸念される中、歳出削減で

最も効果的な繰上償還につきましては、前年度剰余金を活用し、その２分の１以上

の額の繰上償還を実施し、後年度の財政負担の軽減に努めました。  

  また、令和２年度予算から始めた予算編成における枠配分方式により歳出削減に

向けた職員の意識改革にも取り組んでおります。  

  さらに、入札契約事務におきましても市内で調達できるものは市内で調達するこ

とを基本とし、その中で最大の効果が発揮できるよう適正な入札事務に努めたとこ

ろでございます。  

  最後に、広報情報課につきましては、成果説明書 43ページの広報事業では、広報

紙の発行や公式サイト、ＳＮＳなどあらゆる媒体を活用して必要とする人に必要な

情報が届けられるよう情報発信に取り組んでまいりました。  

  また、しーたん通信・しそうチャンネル運営費では、市の情報通信施設を活用し

た情報発信として、市が取り組んでいる施策や市内の見どころなど、より身近な地

域情報番組づくりを行ってきました。  

  さらに、しそう光ネット移動通信施設運営費では、市の情報通信サービスが安定

して提供できるよう維持管理に努めており、成果説明書 42ページの光インターネッ

ト設備更新業務など計画的に機器の更新を行っておるところでございます。  

  以上、簡単ですけども、冒頭の説明とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。  

○神吉委員長  説明は終わりました。  

  これより質疑を行います。  

  通告のある委員から事前打合せのとおり、順次質疑をお願いいたします。  
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  それでは、山下委員。  

○山下委員  それでは、質疑をさせていただきます。主要施策成果説明書の 41ページ、

職員研修事業について質疑をさせていただきます。  

  未実施となった研修の内容とその影響は。  

  オンラインを活用して行った研修の内容と成果は。  

  女性職員エンカレッジ研修の内容と成果は。  

  ハラスメント対策、メンタルセルフケア研修の内容と成果は。  

  以上、質疑いたします。  

○神吉委員長  菅野課長。  

○菅野総務課長  失礼します。研修の関係ですが、まず、未実施となった職員の研修

なんですが、単独研修といいまして、宍粟市が独自で実施する研修の中では、例え

ば新任職員研修、これ何回かに分けてするんですけども、その中でも現地研修、現

地の実地研修ということで、もみじ祭りの会場において、市民の方に案内をしたり、

観光のパンフレットを配ると、そういうような研修がございます。それが昨年度は

もみじ祭りのイベントがなくなったということで、その研修も必然的に中止となっ

ております。  

  それから、兵庫県の自治研修所が主催する研修などでは、民法、行政法研修、そ

れから協働による政策づくり研修など、緊急事態宣言が発出された期間の研修は多

くが中止となったり、オンラインとなったりしております。  

  実施できた研修でも、例えば通常ですと、グループに分かれてワークショップみ

たいな形式で研修を進めるプログラムが講師と職員一人一人のやりとりになるとか、

あとそういうようなグループワークなんかがかなり減ったりとかいうようなことの

影響も出ております。  

  オンラインの関係なんですけども、一応オンライン、それからまた映像も含めた

研修としては、地方自治組織によるまちづくり研修と言いまして、これは島根県の

先進自治体と直接映像でつないでみたいなことをやっております。そういう研修と

か、あと人事評価研修と言いまして、新たに人事評価を行うこととなる課長クラス

に向けた研修ということで、そのあたりの研修も映像による研修に切り替えて実施

をしております。  

  また、映像を活用できるということで、通常でありますと、市役所の本庁の一つ

の会議室を押さえて、そこに全市民局、出先から集まってもらうということが通常

なんですけども、そのあたりはオンラインの利便性を活用して会場を市民局にも設
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けるとかいうようなことで、分散させて密集の回避、それから市民局の職員が参加

しやすい環境整備も進めております。  

  それから、三つ目、女性職員のエンカレッジ研修の内容と成果でございます。  

  こちらの研修につきましては、広域連携でやっております播磨自治研修所主催の

研修になります。こちらの研修につきましては、女性職員が自分らしく輝く、その

ためにキャリアアップをしてしていくんですけども、それに当たって女性職員特有

の出産とかそういう生活のスタイルがありますので、そういう不安感の払拭、それ

から職場における人的ネットワークをどうつくっていって、困ったときに助けても

らうかというような、そういうネットワークの構築や、あとはモチベーションです

ね、モチベーションアップをどうやってやっていくかというようなことが目的とな

っております。  

  具体的な内容としましては、女性職員、自分自身が自分のキャリアについて見詰

め直したり、あと女性管理職に求められる立場・役割を考える、そういうプログラ

ムを通じて研修の最後には明日から実際に自分がどういうふうに変わっていくか、

また、それを変えていくためにはどういうことをやっていかなあかんかというよう

なアクションプランを研修が終わったときに発表する、そういうプログラムになっ

ております。いわゆる文字どおりチャレンジする女性職員の背中を押すというのが

目的になっておりまして、参加者からは好評を得ております。  

  それから、四つ目でございます。ハラスメント、それからメンタルヘルスケアの

関係の研修の内容と成果でございます。  

  令和元年の６月の女性活躍推進法の改正によりまして、従来以上に事業主として

ハラスメント、それからメンタルヘルスに取り組むことが求められております。特

にハラスメントの対策としては、厚生労働省の指針において事業主は職場における

ハラスメントの内容を定めたり、あと、その方針を従業員に周知するというような

ことが必要になっております。  

  令和２年度には、宍粟市でもその取組の方針や相談窓口を整備、周知するととも

に、管理監督職を中心にハラスメント研修というのを実施をして、実際に職場でど

ういうケースがハラスメントに当たる、ここまでは部下の指導ということになると

いうふうなこととか、あと部下を指導するときの注意点、効果的に部下を指導する

ためにはどういうやり方がいいのかといったようなことを研修する、そういう研修、

実践につなげていくような取組を進めております。  

  また、メンタルヘルスの関係なんですけども、職場におけるラインケアと言いま
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すか、職場として不調を訴える職員が出てきたときに、速やかに対応するというの

はもちろん大事なことにはなるんですけども、それと併せて職員個人個人が自分の

心の変調というか、不調に早めに気づいて、それに対応できる、そういうようなこ

とも大切になってきますので、そういったあたりの研修というのを昨年度は実施し

て、職場の人間関係を円滑にするためのコミュニケーションなんかも併せて学ぶこ

とで働きやすい、また風通しのよい職場環境づくりというのを進めております。  

  以上です。  

○神吉委員長  山下委員。  

○山下委員  丁寧に説明してくださって大方分かったわけでございますが、新任職員

研修が未実施といいますか、もみじ祭りが中止になったというようなことで、現地

での市民の方に対する対応とか、そういったような研修が未実施とか、あるいはグ

ループワークとかいったようなコロナ感染症があるがゆえに、職員の方が必要とさ

れるであろう対人援助に対する研修が未実施となっている令和２年度であるわけで

ありますが、これに対する対応というものは何かあったんでしょうか。  

○神吉委員長  菅野課長。  

○菅野総務課長  令和２年度はそういう状況で一部そういう内容の変更とかがあって、

今年度はそういうとこも含めてフォローができるようにしたいなと思ってたんです

けども、今年度についても一部まだそういう状況にはなってないということもあり

ますので、その不足する部分につきましては、職場での日常的な関わりの中でフォ

ローしていくとか、あと市役所の中でもその他の研修でもこういうとこは、特に実

際にお客さんと接するときには注意をするようにというようなことで、実際の訓練

はできてないんですけども、例えば資料でそういうことを研修で学ぶというような

ことで、できるだけのフォローはしていきたいなというふうに思っております。  

○神吉委員長  山下委員。  

○山下委員  その点については分かりました。  

  あと、女性職員エンカレッジ研修、これが非常に好評で、先ほどお尋ねしたとこ

ろ、内容も非常によさそうであったということで、これをぜひ男女平等ということ

では今非常に大きな課題というか、問題となっておりますので、そういったことを

市職員の研修にとどめるのではなく、市民の方にお知らせするとかしたら、宍粟市

がよりジェンダー平等という観点からよくなっていくのではないかなと感じたわけ

でありますが、その点でのお考えというのはどうでしょうか。  

○神吉委員長  菅野課長。  
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○菅野総務課長  ジェンダーの関係も含めて、やはり市役所が率先して事業所として

も取り組んでいくというようなことは、この研修に限らずいろんな場面で求められ

ているものと思っております。  

  特に、この女性職員の今から活躍というか、働きやすい職場をつくっていくとい

うことは、女性職員に限らずいろんな立場の職員が働きやすい職場をつくっていく

ということにもつながっていくと思いますので、そのあたり、また注意しながら引

き続き取り組んでいきたいなというふうに思っております。  

○神吉委員長  続いて、大畑委員。  

○大畑委員  私も職員研修事業についてお伺いしたいと思います。  

  全体的なことは今聞いてて分かったんですけども、まず１点目は、市の単独研修

の内容についてちょっとお伺いするんですが、ここの 41ページの事業の評価のとこ

でも書いてあるんですが、政策法務研修や説明説得力研修、こういうのを実施して

組織全体のレベルアップを図ったというふうに書いてあります。  

  具体的に、どの程度の頻度でどんな内容でされて、レベルアップというのはどう

いうふうに表れているのか、ちょっとお伺いします。  

○神吉委員長  菅野課長。  

○菅野総務課長  まず、単独研修なんですけども、大きく分けて二つの柱で実施をし

ております。今、議員言われたように、新任職員とか主事とか係長とか、そういう

階層に分けて実施する研修がまずメインにはなってくるんですけども、そういう研

修と、あと全職員を対象にした研修という、この２本立てでやっております。令和

２年度については、先ほどありましたような説明・説得力研修というようなものに

ついては、例えば係長級とか、主査級になってくると、いろんな場面で説明をして

いくという場面も増えてきます。そういうような階層には先ほど言いました説明・

説得力の強化をテーマにした研修を受講させたり、あと新任職員には先ほどもみじ

祭りのことも言ったんですけども、それまでに例えば入ってすぐにビジネスマナー

の研修というか、一般的な社会人としてのマナーを研修してもらったり、あとは市

役所の中で文書管理であったり、あと財務的なそういうこととか、あとセキュリテ

ィーの関係とか、仕事上すぐに必要となるようなそういう研修もありますので、そ

ういう階層ごとに必要な研修を実施するというのが一つでございます。  

  あと、全体的な研修、全職員に対する研修といたしましては、例えば人権研修で

あったり、あと一部先ほどもあったようなハラスメントの研修なんかも職員に広く

実施する研修もあります。  
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  トータルでは、令和２年度では 17ほどそういう単独研修として実施をする計画を

立てておりましたが、一つ先ほど言いましたもみじ祭りの研修、新任職員研修がで

きておりませんので、結果としては 16の研修ということで実施をしております。  

  頻度については、特に新入職員などは年度の当初はかなりのペースで研修が月に

１回とかいうようなことでなっていきます。あと、階層によって年に数回というよ

うなことももちろんありますけども、トータルでは 16回そういう研修を実施してお

ります。  

  以上です。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  いろんな分野の研修をしていかないかんので大変だと思うんですけども、

もう一つは、先ほどありましたが、ハラスメント対策とか、それからメンタルヘル

ス、そういう関係というのはどうしてもおっしゃったように、管理監督者の研修と

いうことで、十分その内容を理解した上でやらないといけないというふうに思うん

で、ここにも書いているんですけど、法律が改正になって、そういうものを具体的

にどういうものがハラスメントの対象になるかとかいう指針を定めていかなあかん

ということになっていると思うんですけど、宍粟市の場合、具体的に何にそのこと

が明文化されて職員がそれを見てちゃんと理解できるようにしてあるのかというこ

とをもう一回お伺いします。  

  それと、部長冒頭御挨拶であったように、要は障がい者雇用なんかも進んできて

おりますので、やっぱり合理的配慮みたいな形の理解、そういう特性を理解してい

って一緒に働いていくという、そういうスキルも身につけていかないけないという

ふうに思うんですけども、そういうような研修もどのようにされているのか、併せ

てお伺いしたいと思います。  

○神吉委員長  菅野課長。  

○菅野総務課長  まず、パワーハラスメントの対策で今も委員の御質問にもあったよ

うに、今、国のほうの指針の中でも具体的にこういうことがハラスメントになりま

すというようなことで一応例示があります。宍粟市もそれに基づいて、例えば部下

に何か注意するときでも、例えば大勢の前で一方的に言うようなことはハラスメン

トに該当する可能性がありますとか、そういうようなことで、宍粟市の場合はそう

いうハラスメントの防止対策に関する要綱というのをつくっておりますので、実際

にそういう細かい指針なんかを定めたのは今年度からにはなるんですけども、一応

職員向けに周知をしたり、先週だったかな、先週にそれこそパワーハラスメントの
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研修も行ったんですけども、その場でもこういう宍粟市では防止対策に関する要綱

というのを改正していますというようなことで、研修の参加者には周知をしており

ます。  

  それから、合理的配慮の関係なんですけど、このあたり、具体的なこういうケー

スはというのはなかなかちょっと難しいとこがあります。まだ、このあたりの研修

というのは今から特に力を入れてやっていかなあかんなと思いますので、このあた

りはまた課題として検討を進めていきたいなというふうに思います。  

  いずれにしましても、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、どのハラ

スメントもそうなんですけども、やはりそういうハラスメントが起こらない職場を

つくっていく、そういう環境を整えていくというのがやはり一番大事なことになる

んかなと思いますので、そういうすぐに相談できるような雰囲気をつくったり、そ

ういう相談員を配置していますというようなことも随時お知らせしながら、早いう

ちに動けるようにというのが大事になってくるのかなと思いますので、そのあたり

実効性の確保というのも引き続き努めていきたいなというふうに思っております。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  分かりました。あとちょっと決算額のことでお伺いしたいんですが、こ

の職員研修事業全体 265万 3,000円の決算額のうち、委託料が 91万 4,000円というふ

うになっているんですけども、この業務はどこに委託されて、どんな内容を委託さ

れているのか教えてください。  

○神吉委員長  菅野課長。  

○菅野総務課長  この委託料につきましては、先ほど言いました単独研修などの場合

は宍粟市が全てこういう研修を今年しますとかいうようなことをやっていきますの

で、そのテーマにふさわしい講師にお願いするわけなんですけども、基本的なとこ

ろでいいますと、そういう大手といいますか、そういう派遣をしてくれる、そうい

う会社のほうに委託を契約することが多いということで、ここに上がってきており

ますのは、ほとんど講師料と、あとは派遣の旅費なんかも含めた分になるんですけ

ども、講師料になります。  

  それから、一部直接そういう会社を通さずに研修を行う場合もありますので、そ

ういう場合は市の基準に基づいて報酬というような形でお支払いしていることもあ

りますので、そのあたりが主な経費になっております。いろいろな会社です。マネ

ジメントのそういうことをやっている会社とかです。  

○神吉委員長  大畑委員。  
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○大畑委員  じゃあ、これはどっか１社に業務委託としてこれだけ払っているという

んじゃなくって、全体まとめてこういう金額になっているという話ですね。  

○神吉委員長  菅野課長。  

○菅野総務課長  失礼しました。複数の会社になっております。  

○神吉委員長  今井委員。  

○今井委員  ハラスメントということで、先ほどからずっと言われているんですけど

も、今本当に時代がそういうことをよく言われるんですけども、やはりケース・バ

イ・ケースで厳しい指導とかというのが必要なときというのがやっぱりあると思う

んですね。その辺、受けた人の受け取り方であったりとか、いろいろあると思うん

ですけども、そのあたりの判断とか、その辺はどういうふうに、どこがどのように

判断するのかとか、そこら辺のあたりの研修の中でもやはり将来のことを思ったら、

やっぱり厳しくきちっと指導しておかないかんという場合もやっぱりあるかとは思

うんですけども、そのあたりの配慮というか、その辺はどうなんでしょうか。  

○神吉委員長  菅野課長。  

○菅野総務課長  やはり上司と部下、それから指導する者とされる者ということはあ

りますので、特にその当人同士の人間関係といいますか、そういう関係性も多分あ

ると思うんですけども、今言われたように業務上必要な範囲というのがやはりあり

ますので、その分はしっかり指導をしてもらわなくては困りますので、そういうハ

ラスメントの研修の際はちゅうちょなく、こういうことはやはり指導は指導として

実施をするというようなことももちろん研修では学んでおります。  

  また、逆に今は部下から上司へとか、いろんなパターンがあります。また仕事を

あまり逆に頼まないとか、そういうようなハラスメントも国の例では例示がありま

すので、そういうことを広く何がハラスメントになって、ここまでは大丈夫、ここ

は指導として必要やというようなことを職員で共有するというようなことは大切に

なってくるのかなというふうに思います。  

○神吉委員長  それでは、次の事業へ移ります。  

  今井委員。  

○今井委員  それでは、主要施策の 42ページ、 43ページの光インターネットのあたり

をお願いします。私のほうからは、取りあえず簡単に質疑させてもらいます。  

  42ページのほうですけども、今回、設置から 10年が経過し、更新時期を迎えたた

めというふうに書かれています。まず、今回の新しく更新したものの耐用年数は何

年かということを教えてください。  
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  今回更新されたわけですけども、これ 10年という更新期間が来たから更新したの

か、それとももう更新するべくような、そういう症状がやっぱり出てきたから更新

したのか、つまりもうちょっと使おうと思ったら使えておったけども、更新期間や

からしたのかとかという、そのあたりどうでしょうか。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  機器の耐用年数についてちょっとお話させていただきたいと思

います。 42ページの GE-PON制御装置、これ光を扱う機器になります。光を扱う機器

につきましては、通常の電気機器より少し短めになります。光通信機器については

おおむね８年から 10年が耐用年数と言われています。ですので、この年数、一応 10

年が経過したということで、今回は計画的に GE-PONについて更新をしたという流れ

になります。  

  以上です。  

○神吉委員長  今井委員。  

○今井委員  ということは、別にまだ不具合はなかったけども、もうすべきやという

判断で、したということですね。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  はい、おっしゃるとおりで、全ての機器は一応年次計画で更新

をするようにしています。  

○神吉委員長  それでは、同じところで、垣口委員。  

○垣口委員  主要施策成果説明の 42ページと 43ページをまとめさせていただいて、ち

ょっと御質問させていただきます。  

  利用件数が 4,000件に対して費用が非常に高額ではないかなと感じておるんです

けども、この設備を市が維持していく必要性があるのかをまずお聞かせ願いたいと

思います。  

  それと、２点目に、ウインクからの光ファイバー施設貸付収入について、金額と

していかほど入っているのか、分かれば教えていただきたいと思います。  

  以上です。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  失礼いたします。そもそもこの光ケーブル網の整備なんですけ

ど、もともとのスタートのところからちょっとお話をさせていただきたいなと思い

ます。  

  もともとなぜこの光ファイバー網を整備したかといいますと、有事の情報伝達手
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段である防災行政無線を有線の光でやっていこうという発想から始まっております。

それが音声お知らせ装置のしーたん通信になります。そのほかにつきましては、基

本的には２次的な利用方法として始まっております。具体的には、しそうチャンネ

ルであったり、テレビ難視対策、それから携帯電話通信網の整備、合わせて光イン

ターネットや光電話などの活用が今広がっております。今では、これらの２次的利

用も含めまして光ケーブル網は水道や電気と並ぶ不可欠なインフラであるというふ

うに認識をしております。  

  それと、ウインク貸付料収入につきましても、続きまして説明させていただきま

す。  

  光回線につきましては、１契約当たり月額 300円になります。回線の利用者の令

和２年度末での契約数は 7,900件程度になります。ですので、年間約 2,800万円の貸

付収入が今あります。なお、この 300円の単価ですけども、これにつきましては、

この事業が始まった際にプロポーザルを実施して事業者から提案があった金額で契

約をしております。  

  以上です。  

○神吉委員長  垣口委員。  

○垣口委員  その根拠についてお聞きしようかなと思ったんですけど、今既に御回答

をいただきましたので理解できました。はい、ありがとうございます。  

○神吉委員長  それでは、同じところで津田委員。  

○津田委員  同じところなんですけど、実際これだけの維持管理費、市から毎年計上

されているわけなんですけど、この市内に光ケーブルの整備を行って、この令和２

年度のこのコロナ禍の中でやっぱり自ら注目を集める中で、市内全域にこういう光

ファイバー、光ケーブルを網羅している市として、そのあたりをＰＲして移住者を

獲得していかないといけないと思うんですけど、その中で今、移住・定住施策なん

かは建設部のほうがやっているわけですけど、その辺は部局として横断的にそうい

う協議とかをされているのかなと。やはり費用対効果の検証も含めてそういう協議

が総務のほうでされているのか、そのあたりをお聞かせください。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  先ほども申し上げたとおり、光ファイバー網につきましては、

都市部と山間部の環境に大きな差が出ないように、同じような環境が整えられると

いうことでインフラを守っております。  

  直接は関係ないかも分かりませんけども、空き家バンクの利用であったりとか、
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その成約数を見ていただいても当然ひかり電話であったり、光インターネットがな

いようなところには誰も来ませんので、そのインフラを守っておるんやということ

自体に価値があるのかなというふうに考えております。  

  それと、また広報事業にも絡んでくるわけですけども、当然、市の公式サイトで

あったり、ＳＮＳもそうですけども、外部向けのメディアにつきましては、その空

き家バンクの関係であったり、移住者の感想であったり、そういったものが表に見

えるようなＰＲの仕方をしていってますので、さらにこれからはコロナの関係が落

ちついてきますと、そういった見せ方をもっと強くできるんかなと思いますので、

今後特に頑張っていきたいなというふうに思います。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  実際、令和２年度に当たって、県下でもここまで全部全域に整備してい

るとこってなかなかないと思う。やっているところもあると思うんですけども、市

の単独財源でここまでやっているところは、やはりそこの差別化の部分でＰＲであ

ったりとか、そういったのというのは、今はこれどちらかというと、建設部の移

住・定住をやっているほうが全部やっていくという考えなんですかね、総務として

はもう整備の部分だけという考えでよろしいんですか。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  先ほども少し申し上げましたけども、このインフラのハードの

部分の管理につきましてはそうですけども、広報事業のソフトのほうでは各部局と

連携をしながらＰＲに努めています。それは移住・定住だけではございません。ア

クションプランに上がる４本柱の事業に関しては特に見せていこうということで、

ＳＮＳであったり、市公式サイトに関しては特にその点を見せるようなページを作

っていっています。ただ、今の段階ではやはりコロナのワクチンであったりとか、

コロナ関係の情報がメインに座ってますので、なかなか一番の表へ出すわけには今

はいかないんですけども、その収束を待って、またにぎわいのあるまちづくりであ

ったり、企業誘致であったり、移住・定住であったり、そういったところを見せる

ページというのをもっともっと作っていきたいなというふうに思います。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  ちょっと広報的な部分になるかもしれないですけど、じゃあ、実際この

ケーブルの整備を利用して、これだけのことを網羅しています、宍粟市内全域に光

ケーブルが敷かれてます、通信に関してはですね。そういう発信に関しては令和２

年度に関してはあまりできなかったということなんですかね、現状としては。  
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○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  光ファイバー網を整備されている、これは事業者自体が周知を

するんですけども、新聞折込みが入ったりでありますとか、あと市のホームページ

でもインターネットが使えることであったり、しーたん通信が全域に整備されてい

ることなんかは周知をしております。ただ、おっしゃるように光ファイバーが使え

ますよ、ここいけますというような、表に出るような周知は今はできてないと思い

ます。  

○神吉委員長  それでは、次の事業へ移ります。  

  今井委員。  

○今井委員  それでは、主要施策 43ページの中段の広報事業をお願いします。  

  まず、昨年よりも 242万円、 241万 9,000円の減額となっております。これはなぜ

でしょうか。その影響とかはなかったのでしょうかということが一つ。  

  それから、広報とかが中心になるかと思うんですけども、内容充実のための取組

というのはどのようなことを行っているのでしょうか。その成果等々ありましたら

教えてください。  

  以上です。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  まず、 242万円の減額の要因ですけども、基本的には広報紙の

ページ数が単純に減ったことによります。これにつきましては、印刷製本費が下が

っているんですけども、やはりコロナ禍の影響で市からのお知らせも減りますし、

それから一般の催しなんかもかなり大幅に減ってますので、その影響でページ数が

減っております。  

  それと、続いて内容充実の取組というところになると思いますけども、基本的に

取り組んでおりますのは、伝わる写真の撮影技術であったり、伝わる記事の書き方

であったり、報道に関する様々な技術の習得を目指しております。ただ、前にもお

話をさせていただいたと思うんですけども、やはり習得には相当の時間を要します。

作りながら技術を上げながらということになると思いますけども、主に指導してお

りますのは、担当者本人の主観は一切書かずに、取材をした内容を紹介するように、

当然取材先でいただいたコメントであったりとか、体験談であったりとか、そうい

ったものを文章化して表現をするんだということを常に言っております。  

  その結果ですけども、紙面を見ていただいて判断をしていただくしかないんかな

と思うんですけども、私自身、少しずつ成果は現れているんじゃないかなというふ
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うに感じております。  

  以上です。  

○神吉委員長  今井委員。  

○今井委員  ちょっと私もよく分かってないんですけども、その職員の勤務年数とい

うか、その広報作成に関わっている年数ですね、今の研修とかいうような、研修し

てもすぐに入れ替わってしまうとかいう話だったら、あまり意味がないと思うんで

すけども、そのあたりの研修を重ねていっている人が、ある程度長きにわたってこ

の部門におるというような、そういう状況というのはできているんですか。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  人事に関しましては、全体のことがありますので、一概に言う

のは難しいと思います。ただ、私個人的な意見になるかも分かりませんけども、そ

のノウハウというのは人事異動があっても引き継げると思っています。例えば、今

年担当くれておる者については、この４月から初めて広報紙を編集する者になりま

す。ただ、それでもやはりノウハウというのは継承されていきますし、技術も継承

は可能やと思うてますんで、当然長くやればやるほど技術は伸びるんですけども、

それが不可能かといえば、結果的に見ていただいたらできているんじゃないかなと。

当然、重ねていけばもっとええものになるかも分かりませんけども、できるだけ可

能な範囲では続けてもらいたいとは思うんですけども、今取り組んでおりますのは

やはり基本的な考え方、伝えるためにどういったことが必要なんだという考え方を

理解していくこと。それは広報担当だけではなしに、せめてうちの広報情報課の職

員全員が分かっておかないといけない内容になります。当然、これはしそうチャン

ネルにも絡んできますし、しーたん通信にも絡んできますし、広報全般に言えるこ

とですので、そういったところ、特に広報紙を作るためにどうのではなくて、何を

伝えるべきなんだというところをみんなで研修していって、毎日それの繰り返しを

しているというような感じになります。ですんで、仮に担当が代わったとしまして

も、ある程度は技術は引き継げるというふうに思っています。  

○神吉委員長  続いて、津田委員。  

○津田委員  私も同じところです。広報事業って私常々ずっと言ってますけど、非常

に重要な部分だと思うんです。令和２年度に関してやはり広報って市内向け、市外

向け、両方あると思うんですけども、実際その中でこの事業をやっていく中で、事

業評価、どれぐらいできたと評価されているのか。あと、その中で見えた課題、そ

ういったのがあれば、お聞かせください。  
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○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  広報紙やＳＮＳ、公式サイトも含めて何に取り組んだかといい

ますと、必要とされる情報を必要とされるタイミングで提供したい、それに尽きる

かと思います。じゃあ、それはどういうことなんかといわれますと、なかなか難し

いんですけども、ＬＩＮＥを見ていただいたりとか、公式サイト、いつも同じもの

を載せているわけではございません。その状況に応じて変更したりとか、例えば災

害時であれば、災害に特化したサイトに入れ直したりとか、それからＳＮＳでも当

然災害への備えの情報を発信をしたりとか、そういった工夫をしています。ただ、

その評価自体は本来ＬＩＮＥならＬＩＮＥを使っておられる方々であったり、ホー

ムページを見ていただいた方々、それから広報紙を見ていただいた方々、それぞれ

がされるものだと思いますので、自己評価についてはこの場では差し控えさせてい

ただきたいというふうに思います。  

  ただ、よりよいものを作っていく必要があると思いますので、それにつきまして

は、第三者の専門家や記者が評価を行いますコンクールの場がございます。ですの

で、そういった評価機関の審査を基準にして、よりよいものを作っていきたいとい

うふうに考えております。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  実際先ほどＬＩＮＥの話がありましたけど、ＬＩＮＥの例えば登録者数

とか、その辺は伸びているんですかね。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  順調に伸びております。特にフェイスブック、ツイッター、そ

れからＬＩＮＥ、三つ今運用かけようわけですけども、ユーチューブ等ですけども、

その中でもやっぱりＬＩＮＥが一番伸びています。  

  この後にもまた話しさせていただくんですけども、月に 200件ずつぐらいですか

ね、現状で。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  ＬＩＮＥとかツイッター、フェイスブック、この主に市内向けになるん

だと思うんですけども、市外向けに対しての広報的な部分で令和２年度の課題とか、

そういったのは部局として感じられている部分、この辺が弱かったなとか、その辺

の検証結果とか、そういったのがあればお願いします。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  ＬＩＮＥにつきましては、市内向けもありますけども、市外向
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けもあるというふうに考えております。今、ふるさと市民ということで、市外の方

もＬＩＮＥの勧誘の募集をかけています。その方々にも情報をお届けさせてもらっ

ておるんですけど、今残念なのはコロナ禍で市内の情報もお届けができない状況に

あります。観光情報であったり、例えば観光の割引情報であったり、今はクーポン

も運用しながらやっていきよんですけども、そういったものであっても積極的に来

てくださいというふうな呼びかけが今はできない状況にございますので、これにつ

きましては、コロナ禍が収束をしましたら、さらに積極的にやっていきたいなとい

うふうに思いますけど、今はちょっと自重しているような状態でございます。  

  同じく、市公式サイトにつきましても表立ってはなかなかできない部分もござい

ますので、今はやはりコロナのワクチンの情報が、実際にヒットしている数を見ま

しても圧倒的にワクチンの関係であったり、市長のメッセージであったり、そうい

ったワクチンに関係するような情報が人気あると言うと語弊がありますけども、要

望が高いと思いますので、今はそういう見せ方をしております。逐一考えておりま

すのは、何が求められておるかというのをいつも感じながら、情報を上げるように

工夫をしております。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  例えばＳＮＳの登録者なんかで市内の方、市外の方、その辺の例えば人

数配分とか、そういったのはこちらで全部把握はできているんですか。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  残念ながら技術的にはちょっとできません。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  そしたら、例えば市外に対しての発信がどれぐらいできているかという

分析は全くできないんじゃないかと。例えばＬＩＮＥでも市内の方がどれくらい登

録していて、市外の人がどれぐらいの登録者がいるとか、その検証ができてなかっ

たら、市外に対してのどれぐらいＰＲできている、市内に対してどれぐらいできて

いるというのが、なかなか検証しづらい部分があるんじゃないか、ＳＮＳもそうな

んですけども、全体的にそうですけども、その辺の部分の今後課題がちょっと今見

えたのかなと思ったんですけど、その辺はいかがでしょうかね。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  その課題があるのは私自身も感じております。ただ、今のシス

テムでは、調べる方法はございません。ただ、有料のシステムを使えば可能にはな

ります。ただ、今の段階では費用対効果の面で使わないほうがいいだろうという判
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断で使っていません。  

○神吉委員長  それでは、同じ事業で垣口委員。  

○垣口委員  津田委員のほうから私が質問しようかなということで出てましたので、

あえてなんですけども、広報紙とか紙ベースのものは別にしても、そういう公式サ

イトやＳＮＳの運用などで、住民生活を豊かに情報発信するような事業になってお

りますけども、これ逆に受け手側がそのことを知らなかったら、何もいい情報が流

れていても、そういうサイトがあるっていうことを知らなければ、何の意味もなく

なってしまうんで、少しでも増やすだけのそういう普及率アップのための何か施策

というのはあったんでしょうか、お聞きさせてください。  

  以上です。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  ＬＩＮＥの登録者の推移は先ほど申し上げたので具体的な数字

はちょっと割愛させていただきますけども、ＰＲの方法ですけども、これいろんな

形で準備をしていまして、効果が上がるものから継続してやっています。まず初め

に、私どもが始めたのは、広報紙の表紙にＬＩＮＥのＱＲコードを張り付けまして、

そこから登録をしてほしいというようなことを呼びかけています。ただ、これ私自

身ものそかったなと思っておるんですけども、当時、フェイスブックであったり、

ツイッターであったり、ＬＩＮＥであったり、ユーチューブであったり、その四つ

を並列で載せて、みんな登録してくださいというような形で広報紙の表紙に載せて

しまいました。  

  二月ほど様子を見させていただいたんですけども、全く増えませんでした。です

んで、ああ、やっぱり四つ一遍は無理かなということで、一番既にそのソフトが入

って可能性が高いであろうＬＩＮＥに特化しようかということで、以降につきまし

ては、その次の月から、ＬＩＮＥだけのＱＲコードをトップに載せました。ほかに

つきましては、表紙の裏側に配置をしたわけですけども、そこからラインの会員数

が一気に伸びていっています。さらには、後のまた質問でもあったかも分かりませ

んけども、しそうチャンネルのＬ字放送の中にもＬＩＮＥのＱＲコードを入れまし

た。これが効果があるのかなあと最初はどうだろうと思いながら、様子を見守って

いたわけですけども、やはりＬ字情報に入る情報がＬＩＮＥでも入ってくるような

イメージ、当然入れていたんですけども、が波及するのか、それにつきましても大

変大きな効果がございました。  

  そのほか、当然窓口に来られるお客様に対しても、例えば今うちの窓口ではマイ
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ナンバーのポイントの関係の手続を今うちでやりようわけですけども、そういった

際にもＬＩＮＥ便利ですよ、フェイスブック便利ですよということで、その場で入

れ方を指導しながら登録に協力をいただいています。ですので、あらゆる面で登録

していただきたいというふうなことをお願いしながら、ＰＲをしております。  

○神吉委員長  垣口委員。  

○垣口委員  そうですね、今言われましたようにＱＲコードで読み込むというのが一

番手っ取り早い方法やと思います。ぜひとも広く受け手側がそういうサイトいうん

ですか、宍粟市の情報を得られるような広報に今後とも努めていただきたいなと思

います。  

  以上です。  

○神吉委員長  それでは、同じところで大畑委員、お願いします。  

○大畑委員  私も広報事業のことなんですが、少しスタンスが違うんですけども、い

ろいろ紙ベースの広報紙から今お話になっているＬＩＮＥとか、いわゆるＳＮＳと

か、情報の手段というのはいっぱい増えてきてますので、非常に伝える側としたら

いろんな手段を駆使して多くのものが出せるということでいいかと思うんですが、

どの情報に対してはこの手段でいくとか、いわゆる情報リテラシーの関係で、何で

もかんでも流したらいいというもんじゃないので、特にＳＮＳになりますと、個人

情報の問題とか、非常に慎重に扱わなければいけない問題も出てくるのでね、ＬＩ

ＮＥが全てだと私は思ってないわけです。ですから、そういう情報手段に対して市

の考え方ですね、この情報についてはこれ、この情報はここまでというような、い

わゆる決め方というのはしてあるんでしょうか。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  大まかな決めといいますか、ガイドラインみたいなものは報道

種別に作ってあります。ＬＩＮＥであったり、ＳＮＳの運用方針、それから宍粟市

の公式サイトでありますまちかど掲示板の運用方法であったり、広報しそうにも当

然一般投稿の部分もございますので、そういったものの取扱い方、それから広報紙

にあります有料広告の取扱いそういった個々の運用に関しては取決めをしておるも

のがあります。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  それはいわゆる個人情報の取扱いというものを慎重に行うという観点か

ら、そういうものを作ってあるということですか。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  
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○岩蕗広報情報課長  個人情報に特化したものではございません。どういった情報を

扱うかということになると思いますけども、この個人情報は載せれないとか、そう

いったものではございません。例えば広報紙でありますと、基本的には報道機関の

ルールに基づいて運用しています。例えば昔でありますと、広報紙でも宍粟市の千

種町のどこどこまで住所を書きよったんですけども、今は運用上、旧町までしか入

れてないとか、そういったことであったり、あと当然全て肖像権に絡んでくると思

いますので、御本人の承諾が得られないと掲載ができません。ですので、必ず掲載

の段階では御本人さんの承諾を得る。表紙の写真についても当然お子さんであれば

保護者の同意をいただいたりとかという作業はしております。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  それは当たり前のことなんやけど、一つ例を挙げますと、コロナの感染

情報をＬＩＮＥで流していたでしょう。ああいうことがいいのかどうかというあた

りの十分検証が要ると私は思います。個人情報というのは二つの情報で個人が特定

されたら、これ個人情報保護にならないですからね。ですから、ＬＩＮＥというの

は非常に便利なツールでありますけども、やっぱり怖い部分も持ってますからね、

そういうことは十分定めが要るんじゃないかと思う。そこは、ひとつないんであれ

ば、今後検討いただきたいなというふうに思います。  

  それから、もう一つ事前に質疑しております政治的中立性の関係からのガイドラ

インです。要は、広報紙なんかもたくさん市長が登場いたします。そういうものの

一定ガイドラインがあるんかどうかなんです。ほかの紙面を見ますと、あんまり出

てきません。むしろ市民のほうがたくさん出てきます。ですから、岩蕗課長のお話

を聞いていると、伝えるということに対して非常に力を入れておられるので、市の

情報を市民に伝えていこうという熱心さは非常によく分かるんですけども、市民が

紙面に登場していくという、そういう受け手側のニーズというんでしょうか、そう

いうものを十分リサーチした上で紙面構成をされているのか、情報を流そうとされ

ているのか、ちょっと分かりにくいもんですから、その辺の考え方をちょっとお聞

かせいただきたいと思います。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  基本的には大畑委員おっしゃるように、できるだけたくさんの

住民の方に広報紙には登場してほしいなという思いは持っております。ただ、最近、

ちょっと少ないなと私自身も感じておるんですけども、といいますのが、やっぱり

コロナ禍で催しが少なかったりでありますとか、そういった影響がかなり大きいと
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思います。その影響でページ数も減っとんですけども。ですので、通常ですと、一

般の方が参加するような行事でありますとか、そういったものがメインで、例えば

トピックスであったら載っていくと思うんですけども、やはりそういったものがほ

ぼないということで、今おっしゃるように役場の中の行政のお知らせっぽい紙面が

増えているのは間違いないと思います。ただ、それにつきましてもできるだけ一般

の住民の皆さんが出れるようなものであれば、やっていきたいと思うんですけども、

今の環境がちょっと難しいかなというふうに思っています。  

  ただ、少し見ていただいたら分かっていただけるかも分かりませんけども、なる

べく御本人さんの意見であったりとか、同じ記事でもできるだけ取材を取り入れた

ものに切り替えています。役場の担当者がこういう思いでこうやってますではなく

て、それを体験された方の体験談を載せたりとか、そういったスタンスであくまで

も主役は住民の皆さんだよということで、広報紙を編集していきたいと思っていま

すので、それをできるだけ実践をしていきたいというふうに思っています。紙面で

見ていただけたら少しは御理解いただけるかも分かりませんけど、それが十分にで

きているかというところになりますと、また、今後反省をしていきたいというふう

に思います。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  もう１点答弁がないんです。事前通告しているやつ。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  ガイドラインのお話だと思いますけど、選挙期間中であります

とか、そういったところに関しましては、一定の配慮はしております。ただ、それ

以外の部分につきましては、今のところは何もないという状況になります。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  できたら作っておくほうがいいんじゃないかないうふうには思います。  

  広報のほうはモニターさんみたいなのはいらっしゃるんですか、市民モニターみ

たいな制度はつくっておられないんですか。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  広報紙一般の方ではいらっしゃらないです。特に私どもが確認

をさせていただくのは、当然自分が個人的に聞くお話もありますし、それから特に

重視していますのは、朗読ボランティアの方々が広報紙の音声版を作っていただい

ています。そういった方々は当然広報紙を隅から隅まで読んでいただいて評価をさ

れます。そういった方の評価を特に私は参考にしよるんですけども、分かりやすく
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なってよとか、内容が面白くなったよとか、そういった評価を受けるとやっぱり間

違ってないんだなとか思いながら編集を進めているような状況です。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  議会だよりなんかは非常に読まれないんで、よくモニターさんとかに登

場いただいて、いろんな意見を聞いたりして編集をしていたことがあるのでね、広

報は非常に力入れてはるし、いわゆる写真とか、いろんなとこの技術というのはす

ごくアップしているんだろうなというふうに拝見しているんですけども、ただ少し

取材もそちらが決めて取材をされていますけどね、実際、この広い宍粟市の中で、

特にコロナ禍で皆さんが家に引きこんだり、地域で行動範囲が狭くなっているとき

に、むしろ広報なんかでいろんなこと、地域の取組とか、こういう時期にこそ何か

地域性みたいなものが出ていったほうがいいんじゃないかなと思ったので、ちょっ

とページ数が減ったというのはがっかりしたんですけどね、これはこれからもペー

ジ数はそういうコロナ禍では減っていくという考え方なんですか。事業が少なけれ

ばページは減らすという考え方なんですか。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  ページを減らしておるわけではないんですけども、結果的に減

ってしまうんですね。ただ、それは当然役場からのお知らせが減っとるのかも分か

りませんし、それから一般の事業も減っているんやと思いますけども、一般の方に

聞きますと、トピックスが一番面白いってみんな言うてんですよね。自分たちの仲

間が登場したりとか、そういったことでトピックスが一番最初に見ますよという方

が多いと思うんですけど、そのトピックスはできるだけ減らさないように、見開き

２ページは最低載せたいなという覚悟で取材をしています。  

  ただ、なかなか情報が集まらないのと、最近特に頑張ってみよんですけども、し

そうチャンネルのほうでも「ちょこっとネタ集」って見ていただいた方もあるかも

分かりませんけども、身の回りにあるちょっとした面白いことであったり、変わっ

たことを取り上げるコーナーを設けています。当然、広報紙も本来はそういう街角

で起こるそういったニュースが一番面白くて、できるだけそういうニュースを集め

ようということで、いろんなところにアンテナを張ってやってますけども、例えば

ちょっと前ですと、キヌガサダケ、珍しいキノコですけども、それが生えたとか、

あと西河内でバナナができたとか、そういったニュース、ちょっとした面白い、あ

の雪深い西河内でというようなイメージの記事であったりとか、そういったものを

いつも探しています。ですんで、そういう情報が一番楽しいなと思われると、一般
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の方も思われると思いますんで、そういった身近な情報を集めたい。どんどんトピ

ックスに載せていきたいなというふうに思っています。  

○神吉委員長  審査の途中ですが、ここで休憩をいたします。  

  ２時 20分まで休憩いたします。  

     午後  ２時１２分休憩  

                                       

     午後  ２時２０分再開  

○神吉委員長  休憩を解き、委員会を再開します。  

  次の事業を進めたいと思います。  

  しーたん通信のところですが、今井委員、お願いします。  

○今井委員  それでは、同じページ、 43ページのその下のしーたん通信と、それから

しそうチャンネル運営費の項目に行かせていただきます。  

  とはいえ、先ほどの広報とかなりダブる内容もありますので、違うところがあれ

ば、それで詳しく教えていただけばと思います。  

  まず、私のほうからは大きく四つなんですけども、最初の①、②、③は先ほどの

部分とかなり重なるかと思います。特にというところがあれば、それで言っていた

だければ結構です。  

  まず、昨年の決算委員会で、とにかく職員の発信力を向上させていくということ

が１番であるというふうに言われています。それに向けて結局研修等々をどういう

ふうにされているのかというところ。  

  それから、対前年比が 220万円決算額が下がっています。それはなぜかというと

ころですね。  

  それから、視聴者の声を聞く取組としてはどのようなことをしているのかという

あたりです。  

  それから、四つ目として、昨年も実験的にユーチューブに公開していくという取

組も始めているというふうに言われてました。それについてはその後どうなったか

なというところです。というのも、この後の質問にもあると思いますけども、しそ

うチャンネルですね、加入状況が増やそうとして一生懸命されていると思うんです

けども、現実的にはやっぱりなかなか増えていかないというのが現実だと思うんで

すね。この先も今、山崎方面だったら３割、４割とかというようなところが飛躍的

にどーんと７割、８割増えるかと言うたら、正直なかなか難しいんじゃないかなと

いうとこは感じられます。そのあたりの見通しがあれば、教えてもらったらいいん
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ですけども、そういう中でネットのほうにやっぱり移行していくというか、ネット

も併用していくということを考えていくべき時期に来ているんじゃないかなという

ふうにも思ったりします。  

  以上、四つです。よろしくお願いします。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  それでは、四つ順番に説明をさせていただきたいと思います。  

  まず、職員の発信力向上に向けて何をしたかというとこになりますけども、これ

については先ほど委員おっしゃられたように、広報事業全般に言えることになりま

す。基本的にはしーたん通信、しそうチャンネルにつきましては、特に気をつけて

おるのは、タイトルの付け方であったりとか、あと放送原稿の書き方、ちょっとマ

ニアックにはなりますけども、必ず主語からスタートをして何だ、Ｓ・Ｖ・Ｓ・Ｖ

というような文体があるんですけども、そういった文体を作っていくんだよという

ことを徹底してやっています。ですので、これなぜそうする必要があるのかという

ことは、ちょっとここではよう説明せんのですけども、基本的には決まった文型、

一番伝わりやすいとされる文型の原稿を作って、それで報じていくというようなこ

とを続けております。  

  それから、 220万円が減額になった要因ですけども、これにつきましては、基本

的には先ほどもちらっと申し上げましたけども、コロナの影響で一般の事業が全く

ないという状況が続いています。ですので、外注できる番組があまりないんですね。

大体宍粟市のことがあまり詳しくない事業者さんに頼む場合になりますと、やっぱ

り催しが一番簡単に撮影ができますし、誰が編集をしても同じようなクオリティー

の番組が作ることができる。ですので、外注するものについては大体催し系のもの

を外注していくわけですけども、その催しが少ないということで、例年ですと、年

間 100件以上外注をしていくんですけど、令和２年度につきましては、 40件程度し

か外注ができていません。じゃあ、その部分を何でカバーをしたかといいますと、

番組スタッフが体を張るような番組です。具体的に言いますと、「宍粟を歩いて制

覇」であったり、「ああ懐かしの１枚」であったり、「やるで！ＹＴＳ」であった

り、自分自身が登場して自分で編集をしてというような企画物の番組を増やしてお

ります。これ職員自身も結構大変なんですけども、穴を空けるわけにいかんという

ことで一生懸命にやってくれてますんで、これはこれでまた面白い番組ができてい

ったんかなというふうに思っております。  

  それと、視聴者の声を聞く取組ですけど、これも広報事業全般に挙げられますが、
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今回に限っては、しそうチャンネルだったり、しーたん通信のことでお話をさせて

いただきますと、やはり取材をした方々から頂く評判であったりとか、あと視聴者

の方から投稿を頂くような番組を増やしています。これについてもコロナの影響も

ありますけども、やはりそういったニーズが高いということで、実際には先ほど申

し上げました「ちょこっとネタ集」であったり、あと、各種団体が発表する機会を

失っておられるところもありますので、募集をしてどんどん発表していこうやとい

うことで「しそチャンで発表して」であったり、「グランドゴルフで挑戦状」、グ

ランドゴルフでうちの番組スタッフと勝負をしてという番組を作ったりとか、当然

先ほどの「ああ懐かしの１枚」にしても、視聴者投稿型の番組になっています。で

すので、そういった番組が増えてきたというのもやはり視聴者側のニーズで増えて

いったと思いますので、今後もなるべくあらゆる機会で情報を収集して、望まれる

ものを作っていきたいなというふうに思います。  

  それと、最後のユーチューブなどへの展開が必要ではないかということで、先般

のお話をさせていただいたときにも話をしたと思うんですけど、今も引き続きユー

チューブはやっています。特に前は放送後３カ月後ぐらいに上げさせてもらいよっ

たんですけども、今は放送後一月でユーチューブに上げるようにしています。これ

当然有料コンテンツと言うてええのかどうか分かりませんけども、一応年間 6,000

円なりの視聴料が要ります。それは地デジ再送信の電波の分野と言われればそれま

でなんですがけども、一応有料コンテンツではあると思いますので、一月ずらして

提供するというふうにしています。  

  ただ、全番組はちょっと難しいところがありまして、といいますのも、当然しそ

うチャンネルとしては出演者の方々に全員に許可をもろうとんですけども、それを

ネットで公開するという許可は取れてません。今はできるだけネットで公開する可

能性がありますということを周知はしとんですけども、ただ、それにしてもやはり

トラブルは起こる可能性はありますので、基本的には出演者全員にしそうチャンネ

ルとユーチューブチャンネルに出ますということで了解をもらった上で、取れたも

のだけをユーチューブのほうで展開をしております。ですので、ちょっと今後研究

する必要があるだろうなとは思うとんですけども、今のところはこういう運用でユ

ーチューブのほうで展開しております。いずれ恐らく方向性としましては、今井委

員おっしゃるように、ユーチューブの方向に向かっていくのは間違った方向では私

もないと思っていますので、いずれは今一般的に言われていますテレビ離れも進ん

でますので、それが宍粟にも波及するような状態になれば、恐らく５Ｇ、６Ｇのこ
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ともありますし、そういった技術と相まって、いずれの方向性としてはユーチュー

ブのほう、ユーチューブとは限らないかも分かりませんが、動画投稿サイトである、

そっちの方向に移っていくんかなというふうに考えています。  

  ただ、今すぐの話ではないですし、これから不確定要素もありますので、どうな

っていくかというのは分からないですけども、その方向を目指しておくというのは

間違いないと思います。  

  以上です。  

○神吉委員長  今井委員。  

○今井委員  ありがとうございます。本当に一生懸命に頑張ってされているし、コロ

ナのこの厳しい状況の中で、それでも私もよく見せてもらうんですけども、面白い

番組がいろいろ頑張って作ってもろうてるなというふうにほんと関心しています。  

  一つその研修に絡んでですけども、非常に忙しいとは思うんですけどね、外の例

えば放送局であるとか、そういうところに行ってちょっと研修をしてみるとか、何

かそういうふうなことって今後考えられているようなことってあるんでしょうか。

若い頑張っているスタッフさんがやっぱりもっと大きく育ってほしいなというふう

にすごく思うんですね。そしたら、この宍粟市の中で得られることもいっぱいある

でしょうけども、やっぱり外へ出て得られることも、それはもうすごく世界がある

と思うんです、そういうふうなこともあってもいいんじゃないかなとみたいなこと

を思ったりするんですけど、そのあたりはどうですか。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  おっしゃるとおりだと思います。研修については、いま少しず

つ、今できることは今やっていきよんですけども、なかなか例えば先ほどの文体の

ことであったり、タイトルの付け方であったり、そこまで今のスタッフだけではな

かなか手が回っていないというのが実情で、できる範囲でできることからやってい

こうということで、少ししそうチャンネルのタイトルなんかであるとか、フリップ

であるとか、そういったものを意識して見ていただくと、少し変わったなというと

ころを気づいていただけるのかなと、できるだけ情報を濃く文字は少なくというこ

とで、表示を今頑張ってくれています。まだまだプロの領域になんて全然届いてな

いんですけども、それは広報紙にも言えることですけども、基本的にはプロの報道

に負けないような技術力というのを身につけてほしいなと思います。ただ、それは

やはりゆっくり確実にやっていきたいと思いますんで、外部の研修についても機会

があれば利用したいというふうに思います。  
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○神吉委員長  それでは、次の委員、お願いします。津田委員。  

○津田委員  私も同じところです。しーたん通信、しそうチャンネルの加入者の増減

をどう捉えられているのか。加入者増への課題はどういう課題があると認識されて

いるのか。  

  あと、先ほどＬ字放送の効果、ＬＩＮＥのところで説明されましたけども、それ

がそういう検証だったということなんですか。その辺をお願いします。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  まず、しそうチャンネルの加入者の状況をどう捉えているか、

そして、その課題はということになると思います。基本的には、任意加入の有料放

送でありますので、急激には増えないなというふうに、消極的過ぎるかも分かりま

せんけども、なかなか難しいところがあるというふうに感じております。  

  ですので、当然何で増やしていくかといいますと、先ほどお話をさせていただい

たように、ユーチューブで宣伝をしていったりとか、あと、やっぱり番組のでき、

いかにローカルで面白い番組かというのを味わってもらうしかないんかなというふ

うに思っています。実際にテレビが映るエリアの方々でもわざわざしそうチャンネ

ルに加入いただいている方もたくさんいらっしゃいます。今日の配付資料 27ページ

にもありますけども、山崎地域の南部の地域でもしそうチャンネルの加入、微増で

すけども増えております。人口減少の中、なかなか増やすのは大変なんですけども、

山崎地域についてはわずかでも難視地域じゃない地域の方も広がっております。い

ろいろ聞きますと、やはりお子さんが野球で登場するとか、そういった理由なんか

もあるようですけども、やはり番組自体に魅力を感じていただいている方もいらっ

しゃいますので、やっぱりその辺今後も伸ばしていきたいなというふうに考えてお

ります。おおむねなかなか増やすのは難しいというのは、やっぱり北部から南部に

流れる人口減少が大きな原因かなというふうに捉えております。  

  それと、Ｌ字の効果が高いと思う根拠、Ｌ字放送、私自身もこれ、Ｌ字放送だけ

ではないと思いますけども、ＳＮＳであったり、Ｌ字であったり、しーたん通信で

あったり、こういったものと相まって情報を伝えるものが伝っているのかなという

ふうに思います。  

  Ｌ字の反応は何で見ていますかといいますと、今日もこの放送が流れていると思

いますけども、画面の左側に割と目立つ位置にＬＩＮＥのＱＲコードを貼ってます

ので、そこからＬＩＮＥの登録者はＬ字がなかった頃とある頃を比べますと、やっ

ぱり基本的にはＬ字を始めてから一気に増えてますんで、やっぱりＬ字を見ておら
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れる方もいらっしゃいますし、Ｌ字からさらにもっと情報が欲しいという方はＬＩ

ＮＥに登録いただいておるんだなというふうに認識をしております。  

  以上です。  

○神吉委員長  続いて同じところですが、大畑委員。  

○大畑委員  同じ質問なんですけども、今聞いてましたら、任意加盟やということで

ね、なかなか伸びないとか、人口の北部から南部への流れによってというふうなこ

とをおっしゃるんですけど、もともとこの山崎とか、あるいは一宮の中心部という

のは良視地域だったわけですね。ですから、こういうしそうチャンネルなんかの事

業は難しいよという中で光ファイバーを全市に展開してきたわけですから、それな

りの投資額に対しての効果というのは当然言われるはずなんです、毎年ね。ですか

ら、難しいけども、やっぱりそこは熱心にやっているというところを報告いただか

ないと、ちょっとしんどいなと思うんで、そういう意味で、これまでも番組の編成

によって少し加入促進につなげていったらどうかということではやられているよう

なので、そこは了解をいたしました。  

  ただ、やっぱり全体的にしそうチャンネルが 50％行かない、特に山崎地域は全体

入れても 30％でしょう。この良視地域になりますと、パーセンテージも一桁の加入

になるということになるんで、やはりこの次の 28ページにいろいろ光ケーブルの支

障移設等の工事実績ということで毎年維持管理費も要るし、それからこういう新規

の引込みだったり、移設工事とかいろんなことでお金使っているわけですから、こ

ういうものが即加入というふうに反映していかないと、投資効果として表れんと僕

思うんですけどね、その辺具体的にこういう維持管理経費と、それから加入ですね、

逆に、そういうものをどのような効果が現れているか、あるいは効果がないのかと

いう、そこをどう評価されているのかというのを、令和２年度に限ってで結構です

から、その辺を分析されとったら御説明いただきたいと思います。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  しそうチャンネルの加入を諦めているような状況ではございま

せん。当然番組コンテンツについてはいつでも面白いもの、魅力的なもの、当然テ

レビが入るエリアの方々にも気に入ってもらえるように、可能であればしそうチャ

ンネルの番組を見てないと次の日の話題についていけないというようなよいコンテ

ンツができれば、当然それもコロナ禍が終了すればちょっと企画したこともあるん

ですけども、そういったコンテンツづくりで獲得を目指したいとは思っています。

ただ、やはりこれ先ほども言いましたけども、有料なんですね、無料であれば当然
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広がっていくのかもしれませんし、有料でも入っていただける方もいらっしゃるん

ですけども、 100％にできるかと言えば、なかなか難しいんかなというふうに考え

ています。  

  ただ、諦めているわけではなくて、少しでもたくさんの方に加入いただける番組

コンテンツであったり、その番組を知ってもらえる取組、これは総合病院であった

り、市役所であったり、その番組のちょっと古いやつを流させてもらったりもしと

んですけども、それはユーチューブでの取組とよう似た形になると思いますけども、

そういったローカルな番組の面白さ、自分の隣の家の人が出てますよというような、

そういったところの魅力があると思いますので、恐らく北部の方でも南部の方でも

そうですけども、面白いとおっしゃっていただける方というのはそういうところを

見ていただけているんかなというふうに思いますので、そのよさはどんどん伸ばし

ていきたいと思っています。  

  ただ、一つ思いますのは、これだけの投資、たくさんの投資をしとうわけですけ

ども、一番最初に申し上げましたけども、このしそうチャンネルのためだけに投資

をしておるわけではございません。いろんなメディアの基本インフラになっておる

ということも理解をいただけんかなというふうに思うています。当然、災害時に携

帯電話で災害情報が見れる環境というのも何で実施できておるかといいますと、や

っぱりこの光ファイバー網、それから携帯電話の通話もそうですし、それから基本

的な対策であります地デジの電波の送信についても当然この光ファイバー網を使っ

てますんで、その中の一環としてしそうチャンネルがあるんだという認識でうちは

おります。と言いつつ、無理ですよと言うとうわけではないんで、その点だけ誤解

のないようにだけお願いをしたいんだというふうに思います。積極的に加入は勧め

ていきたいと思います。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  基本インフラやいうことはよう理解してますよ。私たちも難視地域に住

んでましたから、本当にありがたいしね、やっぱりインターネットなんかも速度も

早くなっていったし、それは分かっているんですけどもね、もともと良視地域には

それだけの効果がないんじゃないかと言われる中でやってきたことですから、そこ

はやっぱりやっていかなあかんということで頑張ろうとおっしゃっているので、そ

れで結構なんですけども、基本インフラということの認識は十分こちらもしており

ます。はい。  

  それから、もう１点、これまで課長おっしゃっていた聴覚障がいの方々に対する
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配慮ですね、例えば字幕でありますとか、テロップでありますとか、それから手話

の映像を画面の片隅に載せるとか、何かそういう工夫を考えていくとおっしゃって

いたんで、令和２年度のその辺の進捗、もしあるんであれば教えてください。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  基本的にはしーたん通信のお話からいきますと、しーたん通信

の情報については全て希望者には電子メールであったり、それからファクスでお知

らせをさせてもらっております。今おっしゃっているのは、多分しそうチャンネル

のほうや思うんですけども、しそうチャンネルにつきましては、一部字幕を入れて

させてもらったりとか、手話を交えたものもございますが、おっしゃるように、ほ

とんどの番組にそれはできてません。実際に手作業で動画の中に文字を落としてい

く作業はすごく大変で、今の職員であったり、能力であったら、ちょっと難しいの

が現状です。今、週１回の更新はしておるんですけども、その番組を作って編集を

しておる作業の中ではかなり厳しい状況にございます。それをまた外注したものに

字幕を入れるとなりますと、外注費も倍以上に膨らみます。それと、じゃあ、根本

的な解決方法として何があるんかとなりますと、字幕を入れるシステムを導入すれ

ば可能になるかも分かりませんが、その機械自体もかなり今の段階では高額になり

ます。それについてもオペレーターが必要になってきますんで、やはり何とかした

いという思いは持っとんですけども、今の段階ではちょっと難しいんかなと。  

  ただ、これはまだできるかどうか分からんのですけども、ユーチューブを使えば

一部字幕が使えるようなシステムといいますか、方法があるようなんで、その辺ち

ょっと一遍研究したいなというふうには考えてますけども、ちょっとこれはまだ分

からないです。ただ、決してこれも諦めているわけではございません。いずれ自分

自身もやりたいなと思うとんですけども、やはり今の機器のハードにかかる維持費

プラスさらにこの維持費が上乗せになってくることになってくると、このしそうチ

ャンネル自体が維持できんようになっていくんかというおそれもありますので、そ

の辺バランスを見ながら、機器の更新に関してもそうなんですけども、できるだけ

前向きには頑張ってみたいと思います。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  そのハード的なものとか、お金のこととかいろいろハードルはあるんで

しょうけど、全国的にもこの障がいのある方に対するそういう配慮といいますかね、

標準装備に近くなってきてますので、ぜひそこら辺は今後とも御検討をいただきた

いなというふうには思いますけども、一応令和２年度ではなかったということやね。
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はい、分かりました。  

○神吉委員長  それでは、しーんたん通信、同じところで八木委員。  

○八木委員  また、同じ質問にはなるんですけども、しーたん通信の関係なんですけ

ども、通信事業だけではないと思うんですけども、こういう機器を使っていますと、

今後絶対的に維持費や更新工事費が結構かかってくると思うんですね、毎年。先ほ

どからもよく言われてますけども、山崎や一宮ではしそうチャンネル加入数が少な

く、特に山崎町内は 30％ほどということで低いんですけども、何か加入率を上げる

ような取組はされているのかなということをちょっとお伺いしたいんです。今後は

やはりこういう工事費とかがかかってくると思いますんで、ちょっとお願いします。  

○神吉委員長  先ほどよりも新しい答弁があるようでしたら、それを追加でお願いし

ます。  

  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  先ほど申し上げた意味合いでは特にございません。ただ、上げ

る努力というのはしていきたいと思いますので、引き続きユーチューブであったり、

しーたん通信であったり、あるメディアを使ってどんどん啓発をしていきたいとい

うふうに思います。  

  以上です。  

○神吉委員長  それでは、次の事業へ移ります。  

  今井委員。  

○今井委員  それでは、今からあとは大体財務関係のほうの質問になるかと思います。

よろしくお願いします。  

  まず、主要施策の 13ページで主な財務指標がここに載っております。部局資料で

あるとか決算書とか等々同じような資料が全部載っています。  

  その中で取りあえず、経常収支比率、実施公債費比率、将来負担比率、いずれも

改善をされています。その理由も簡単にはざっと書かれています。再度もう一度そ

の主な理由と、それから今後の見通し、この三つ、令和２年度に関してはいい方向

に行ってますけども、今後の見通しについてお聞かせください。  

  それから、二つ目として、歳出削減を部局別に削減すると、これ最初の部長の話

にもありました。枠配分方式をしていってしてるとかというあたりを言われてまし

たが、これ予算書とか決算書とか、この辺を見る限りちょっと分からないんですよ

ね。具体的にちょっとその辺が分かるような何か資料なり、この辺はそういう影響

でこういうふうになってますとかというのが分かるようなところがあったら、教え
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ていただきたい。  

  例えば、具体的に各部局、一斉に３％の削減しようとか、何かそういう数字的な

目標とかもあったんでしたら、また教えていただきたいなと、そういうふうに思い

ます。  

  以上です。  

○神吉委員長  堀課長。  

○堀財務課長  それでは、御質問のほうにお答えさせていただきます。  

  まず１点目なんですけれども、経常収支比率、実質公債費比率、将来負担比率の

ことに関しまして説明させていただきます。  

  まず、経常収支比率の改善の理由としましては、歳入では、森林環境譲与税や地

方消費税交付金などの増、歳出では、これまで積極的繰上償還を進めてきたことに

より公債費が減額したことが要因というふうに考えております。  

  また、今後の見通しにつきましては、やはり人口の減少によりまして、市税等が

減額が見込まれるんですけれども、ということで、徐々に増加していくのではない

かというようなことは考えておりますけれども、ただ、今後も繰上償還を継続的に

実施して公債費を縮減していったり、そのほかの歳出の抑制に努めることで今後も

この数値の維持に努めたいというふうに考えております。  

  次に、実質公債費比率、将来負担比率につきましては、先ほども申しましたけれ

ども、これまで積極的な繰上償還を進めてきたことや、また公営企業債の元利償還

金の減少ということで、今、公営企業のほうで大規模な事業がないということで減

している影響とか、さらには下水道事業の公営企業化による算定方式の変更などが

要因というふうに考えております。  

  今後の見通しにつきましては、実公債費比率については、繰上償還を続けていく

ことで増減はあるんですけれども、減少傾向ということを見込んでおります。また、

将来負担比率につきましても、新病院の建設ということを控えているんですけれど

も、現在公営企業の起債残高が毎年約 12億円から 13億円減額というふうになってお

ります。その辺のことを考えますと、令和２年度を基準に考えると、それよりは減

少するというふうに見込んでおります。  

  ２点目の枠配分の関係なんですけれども、本日ちょっと手元に持ってきてなかっ

たんですけども、まず部局別一般財源の枠配分方式はこれまでも説明してきており

ますけれども、人件費や公債費や扶助費などの義務的な経費を除いた一般財源を総

額にして、それを各部局に配分するという予算編成における一つの方式でございま
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す。決算のこの書類とは結びつかないということで、その点は御理解いただきたい

と思います。  

  ただ、予算の点については、目標を持っていたんですけれども、ちょっと本日そ

この話が出るとは思っていませんでしたので、持っていないような状況でございま

す。  

  以上です。  

○神吉委員長  今井委員。  

○今井委員  そしたら、一つ目ですけども、まず経常収支比率とか市税は減っていく

けども、繰上償還とかを増やして現状をとにかく維持したいということですよね。

全部そうなんですけども、やっぱり一番心配されるのは、ちょっと先ほども言われ

ましたような新病院の建設であったりとか、それから市民局が今こうやって三つず

っと建て替えという形になってきています。こども園もまだあと幾つか造るとかと

いうような形、それから上下水道の更新ですね、その辺、いわゆる大きな部分がま

だ今後控えているんじゃないかなという部分で、この辺ですね、将来負担比率、実

質公債費比率も一緒だと思うんですけども、やはり心配されるんです。その辺、今、

繰上償還を続けることによって何とかいけるんじゃないかとか、公営企業が 12、 13

億円いつも減っているのでとかという話がありましたけど、そのあたりのところの

心配がどうしてもあるんですけど、そこら辺もう一遍ちょっとお願いしたいんです

けど。  

○神吉委員長  堀課長。  

○堀財務課長  先ほども見通しについては話をさせていただいたかと思います。財政

の立場としましては、そのようには考えております。ただ、これは指標でございま

す。ただ、我々の立場としてはいつも言い方変なんですけども、悪いほうに考える

というか、いろんなケースを考えて財政の運営をしておりますので、決して楽観視

をしているわけでもございませんし、やはり厳しい財政状況は今後も続いていくと。

人口が減っていく中では財政基盤が弱い本市におきましては、厳しい財政状況が続

いていくとは思っておりますので、これからも歳出の抑制等に努める中で運営して

いきたいというふうに考えております。  

  以上です。  

○神吉委員長  今井委員。  

○今井委員  とはいえ、交付税ももっと減るんじゃないかという予想の中がそこまで

減らなかったというようなこともあります。人口が減っていくのはもう全国どこも
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一緒なんで、そういう意味では厳しい話を今言われてましたように、考えてはいか

ないかんとは思いますけども、それはやっぱり国全体にかかってくることなんで、

その辺のバランスを取りながら、しっかり使うべきところはやっぱり必要であるで

しょうし、抑えるべきところは抑えないかんというところでお願いしたいなという

ふうに思います。  

  また、枠配分方式、何か分かるものがあれば、また教えてください。お願いしま

す。  

○神吉委員長  次へ行きたいと思います。大畑委員。  

○大畑委員  部局資料の５ページに年度別の時間外の比較表というのが３カ年出して

いただいておって、ちょっとこれで激しく変動しているかなと思ったんですけど、

これは災害復旧とかそういうことに係る平成 30年度から３年目に向けて減ってきて

いるんだなというふうに思っているんですけど、ほかにそれを除いて具体的に何か

取組があって、その成果としてこういうふうに減ってきているんだというものがも

しあれば、教えていただきたいということです。  

  所属別では、産業部とか、建設部とかと思っていたんですけども、ここは災害の

関係やろうと思うんですけど、教育委員会事務局の減少が非常に目立つので、ここ

何か理由があるのか、それを教えてください。  

○神吉委員長  菅野課長。  

○菅野総務課長  ５ページの時間外の状況です。今言われましたように、このちょう

ど平成 30年から令和元年、それから令和２年ということで、宍粟市においては平成

30年の豪雨災害の発生、それから新型コロナの関係ということで、いろんな要因が

あります。  

  全庁的な取組として、やはり時間外を削減していくというのは、もちろん大きな

課題なんですけども、そういう意味では今取り組んでいることについては、ノー残

業デーというのをやっています。具体的には、職員が必ず仕事をする上で見る文書

管理システムみたいなやつが、起案を上げるときに見るシステムとかがあるんです

けども、例えばそれを立ち上げたときに、必ず「今日は水曜日です」みたいなメッ

セージが出たりとか、あと朝礼や終礼を活用して、今日は初めから水曜日なんで段

取りをこういう仕事で進めていきますみたいなことを係の中で共有してもらうとい

うような取組も進めております。  

  また、毎月安全衛生委員会というのを開催をしておりますが、その中で時間外の

発生状況を全庁的に共有するということで報告をしております。また、時間外が多
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い部署については、担当所属長からどういう理由で時間外が発生しているとか、あ

と、改善に向けた方法というのを報告を求めたりしております。  

  特に、災害復旧以外の部分で言いますと、今言われたように、教育委員会かなり

御指摘のとおり時間外の動きというのが減少が目立つということですけども、教育

委員会につきましても、例えば市民向けの行事というのがかなりやっぱりコロナの

関係で少なくなっています。少なくというか、中止をせざるを得ん状況になってい

ます。例えば、宍粟学講座など年に数回定期的に開催しているような講座も全部中

止になったりとか、あと、子ども会などの夏休みのそういう行事なんかももう全部

中止になったりしております。  

  それから、行事ではないんですけども、各種連合のＰＴＡの会議とか、そういう

ような会議も書面で開催というようなことになったりしておりますので、総じて令

和２年度にはそういう部分では減少が多かった。  

  それから、また、少し性質が変わるところでいいますと、ちょうど学校のトイレ

の改修などとか、エアコンの設置とか、大きな事業がちょうど平成 30年とか元年と

か、国庫補助を利用した取組が多かったというようなこともありまして、令和２年

度には時間外が減ったというか、ふだんに戻ったといいますか、そういうこともあ

って主な動きとしては災害以外でいいますと、そういうことが要因かなというふう

に考えております。  

  以上です。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  分かりました。ここに上がっている数字が実質的な数字であればいいん

ですけども、やっぱり時間外の規制という働きかけがきつく、実際持ち帰りがあっ

たりとか、あるいはサービス残業とよく言われる、残業しているけどつけないとい

うね、そういうことが起こってはいないかどうかということと、それから、私たち

も時間外の問題はメンタルヘルスとの関連で、いわゆる過労死ラインを超えて働い

ている人はないかどうかとか、そういう視点で見させていただいているんですけど、

どうしても仕事がそんなに減っているとは思えないので、人は減っているけど、業

務が増えているということから見て、過労死ラインを超えている方がいらっしゃる

んじゃないかなあというふうに思うんですが、もしそういうような場合はどういう

対応をされているのかというのを二つ目にお伺いします。  

○神吉委員長  菅野課長。  

○菅野総務課長  時間外の削減の取組というのは、先ほど言われましたように、過労
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死、職員の健康ももちろんそうですし、あと今日の前半にありました女性の活躍と

いう部分でも、やはり時間外を減らしていくというのは非常に大きなポイントにな

ってくると思います。  

  まず、健康管理のことでいいますと、今、基準を超えた職員については、産業医

さんの面接というのをやっています。ただ、面接をしたから、それで、そしたら今

日は元気というか、特に調子が悪いところはないでよかったなでは、あまり効果が

ないと思いますので、やはり今言われましたように、メンタルヘルスの部分も大き

く関係してくると思いますので、やはり職員が一人で抱え込むような状況というの

をなくしたり、あと、ラインケアももちろんそうですけども、職員がそういう自分

の変調に気づくみたいなとこを促していくというようなことも大事になってくるか

なと思います。  

  また、持ち帰りの時間外については、そういう調査自体は今のところしてないん

ですけども、今、私の耳に入ってくる限りは特にそういう大きな問題というのは発

生してないんかなと思いますけども、今から特にこういうリモートワークとか、い

ろんなことが進んでいく中にあっては、そういうとこも職員の健康管理の視点から

は、大事なポイントになってくるんかなと思いますので、そのあたりも注意して取

り組んでいきたいなというふうに思います。  

  以上です。  

○神吉委員長  よろしいか。次のところへ行きます。  

  津田委員。  

○津田委員  すみません。部局資料の 11ページなんですけど、決算性質別集計表、質

疑の内容はちょっと悪いんですけど、前年度に対して特別定額給付金が要因となっ

ています補助費等が３倍くらいになっているんですけども、要はこのコロナ対策で

補助金とかいろいろあったと思うんですけど、それを除くと実際どれぐらいで推移

していくのかという部分を、まず１点目お聞きしたいんですけども。それ以外で増

えているんであれば、その辺の要因を聞かせていただければと。  

○神吉委員長  堀課長。  

○堀財務課長  それでは、お答えいたします。  

  特別定額給付金の 37億 3,000万円というのは御理解いただいているのかなという

ふうに思っております。それ以外につきましては、下水道事業の公営企業化により

まして繰出金が補助費等に代わったことによって約 13億 6,200万円増えております。  

  さらに、先ほどコロナ以外というようなところだったかと思うんですけれども、
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少しコロナのことも説明させていただきますと、コロナの関係で水道の基本料金の

支援というのを行ったかと思います。その部分で１億 4,800万円、さらにはしそう

のこども生き活き応援金というのもさせていただいたかと思います。これが 8,800

万円で、あと、西はりま消防事務組合の負担金ということで、令和２年度は消防車

両の更新がありました。その関係で 6,200万円ほど増えているというような状況で

ございます。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  じゃあ、その部分引くと前年と比べたら大体どれぐらいで推移している

んですかね。先ほど言われた部分を除くとですね。  

○神吉委員長  堀課長。  

○堀財務課長  先ほど言ったものを除くと、もうほぼほぼ推移はしてないかと思って

おります。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  分かりました。あと、ちょっと市長公室のほうでも出たんですけども、

補助費の評価であったり検証、どういう成果が出ているのか、その辺の検証という

のは総務部のほうでやられているんですかね。それとも各部局ごとに投げられてい

るのか。  

○神吉委員長  堀課長。  

○堀財務課長  各部局ごととなりますけれども、こちらの財政の立場としましては、

令和２年度より、それこそ先ほどから出ておりますけど、枠配分方式を導入してお

ります。その枠の中で各部局には検証をしていただいて、選択をしていただくとい

うことで見直しのほうもお願いしております。  

  また、秘書広報室、今は市長公室なんですけれども、地域創生課のほうと連携す

る中でやはり行革や行政評価の視点からも見直しを進めてきたというところでござ

います。  

  以上でございます。  

○神吉委員長  よろしいか。続きまして同じところ、性質別集計表のところです。  

  大畑委員。  

○大畑委員  私も性質別の集計表のところでお尋ねしたいんですが、人件費は会計年

度任用職員の関係というか、その要因があって増だろうと思うんですが、それ以外

のことで人件費が増になったということはあるのかどうかということを１点お伺い

します。  
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  それから、扶助費については年々伸びていくというのがこれまでもずっと言われ

ていることなんですが、予算編成のときもそういうふうにおっしゃっていたんです

が、決算では減額になっております。率にして 2.6％、前年対比でなっております

が、この減額になっている要因を教えてください。  

  それから、補助費については、今お話を伺っていましたので結構ですが、枠配分

方式で補助費をある程度、もともと補助費の率は高いですからね、宍粟はね。そこ

を枠配分方式でというふうに言ってもなかなか難しいんじゃないかなと思うんで、

午前中ちょっと市長公室とも話しして、やはりほかのものとの整理合理化を統合し

ていくとか、何かいろんな方法を考えていかないと難しいのと違うかというような

話をしてたんですけども、その行革の中でそういうことを検討しているという話で

したが、一応財政のほうもそういう方向性を持っておられるのかどうかというのを

ちょっとお伺いしたいと思います。  

  あと、貸付金の関係を出していたんですが、これ産業部のほうでやらせていただ

きます。  

  すみません、三つ、お願いいたします。  

○神吉委員長  菅野課長。  

○菅野総務課長  まず１点目の人件費の増について、私のほうからお答えさせていた

だきます。  

  今、委員の御指摘があったように、会計年度任用職員の制度が導入されたという

ことで、この会計年度任用職員の処遇の改善というのがかなり大きく出ております。

ほぼこの部分になってくるんですけども、あと人件費でいいますと、 11ページの一

般会計のほうの集計になりますので、会計間の異動だったり、あとこれは例年です

けども、職員の定期昇給などもありますので、会計年度任用職員以外になりますと、

主にはそういうところになってきます。  

  以上です。  

○神吉委員長  堀課長。  

○堀財務課長  ２点目の扶助費が減額になっている事業につきまして、御説明を私の

ほうからさせていただきます。  

  令和２年度の主な増減なんですけれども、各増減はあるんですけれども、主に言

いますと、児童手当で 2,400万円、児童扶養手当で 4,940万円、乳幼児医療で 2,150

万円というようなところが主な要因かというふうに考えております。以上です。  

  続きまして、補助費等の考え方なんですけれども、午前中にも市長公室の地域創
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生課のほうから説明があったかと思います。地域創生課とはかなり私たち連携を取

って足並みもそろえているようにしておりますので、考え方は同じでございます。  

  以上です。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  すみません。扶助費のところを再度質問するんですが、児童手当とか児

童扶養手当、そういうのは対象は増えているんじゃないかなというふうに思うんで

すが、これ全体的に人口減でこういうふうになっているんですか。そのあたりを教

えてください。  

○神吉委員長  堀課長。  

○堀財務課長  担当のほうにも少し確認したんですけれども、やはりまず児童手当の

ほうについては対象人数が減っている。児童扶養手当のほうは、もしかしたらタイ

ミングだったのかもしれないんですけれども、 18歳に到来された資格喪失をされた

方が令和２年度は多かったというように聞いております。  

○神吉委員長  よろしいか。次のところ、基金現在高見込み、これも大畑委員です。

お願いします。  

○大畑委員  続けてすみません。部局資料の 13ページの基金の現在高のとこの関係で、

特にこの取崩しですね、令和２年度に取崩しされたところで、何点かちょっと聞き

たいんですが、一つは、都市計画事業基金、ここは都市計画税が廃止になりました

ので、取崩し後、どういうふうにされたのかということをお伺いします。  

  それから地場産業振興基金、それから地域福祉資金、それから地域振興基金、そ

れぞれ取崩しがあるんですが、どういう事業にこれ充当されたのかということと、

成果について質問をいたします。  

○神吉委員長  堀課長。  

○堀財務課長  それでは、四つの基金の内容と成果でありますが、詳細な成果につき

ましては各部局でお願いしたいと思います。  

  まず、都市計画事業基金の繰入金につきましては、こちらは下水道事業債の償還

財源として、これまでもそうだったんですけど、そちらのほうで活用しております。  

  ２点目の地場産業振興基金につきましては、こちらは戸倉スキー場のリフト整備

工事と同スキー場の屋外トイレの改修工事の一部財源として活用させていただきま

した。  

  ３点目の地域福祉基金でございますけれども、こちらにつきましては、旧一宮保

健福祉センターの改修分としまして社会福祉協議会への補助事業の中に入っており
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ます。  

  あと、少しこの分の残りが出てくるわけなんですけれども、その分につきまして

は、実は令和元年度末近くに福祉関係で必要なものについて活用いただきたいとい

うことで、指定寄附金を頂いております。ただ、日数的に年度内での事業完了が難

しいということがありましたので、令和元年度の３月補正で一度地域福祉基金に積

み立て、令和２年度に繰り入れ、活用したものでございます。内容としましては、

福祉関係の備品購入に活用したということで担当からは聞いております。  

  続いて、地域振興基金になります。こちらもなんですけれども、令和元年度の末

に千種町の黒土の出身の方から黒土の整備に活用いただきたいということで指定寄

附金を頂きました。ただ、自治会等との調整に日数を要するということで、年度内

での完了が難しいということで、一度令和元年度の３月補正で地域振興基金に積み

立てまして、令和２年度に繰り入れて活用しているものでございます。内容としま

しては、自治会が取り組まれております針広混交林整備事業と併せまして遊歩道を

整備したということで担当からは聞いております。  

  報告は以上になります。  

○神吉委員長  続きまして、繰出金のところで 19ページ、大畑委員、お願いします。  

○大畑委員  続いて、すみません。 19ページになるんですが、繰出金の関係の一覧表

を出していただきました。この中で基準内外ということで、要は総務省基準として

の内と、それから外は市独自で考えられている繰出しだと思うんですが、この基準

外について、市独自で繰り出されている部分についての考え方、令和２年度のつい

ての考え方をお伺いしたいと思います。  

  それから、下水道事業につきまして、令和２年度については、対前年比約２億円

減額になっております。それと、使用料単価が全国平均以下のため不足する維持管

理経費などを、これを基準外として市から１億 6,000万円出しておられるんですが、

この考え方がちょっと分からないので教えてください。  

  それから、病院事業についてですが、上から三つ目、不採算地区の病院の運営に

要する経費ということで、これまでなかったんですが、令和２年度に新たに基準内

として設けられておりますが、これはその基準が変わったからなのかどうか。その

辺もちょっと含めて説明をお願いいたします。  

○神吉委員長  堀課長。  

○堀財務課長  まず、基準外の繰出金を行う場合の考え方というところから入ってい

きたいと思います。  
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  まず、基準外につきましては、市の施策として進めていかなければならないと判

断したものや、一般会計に係る事業等の影響に伴うものに対しまして繰出しをして

おります。  

  まず、国保診療所につきましては、地域における医療の確保や、また発熱外来診

療所の運営経費、水道事業につきましては、一般会計に係る事業に影響するものや、

感染症対策に要する経費、また、病院事業につきましては、医師や看護師の人材確

保や新病院整備に要する経費などに対して繰出しを令和２年度は行っております。  

  続いてなんですけれども、下水道事業の約２億円減額となっていることについて

なんですけれども、令和元年度と比較してのことですが、このうち約 9,500万円ぐ

らいは消費税の減額の影響も含めてなんですけれども、元利償還金の減によるもの

でございます。  

  また、令和元年度は公営企業への移行ということで、打切り決算をさせていただ

いたかと思います。その剰余金が約 8,900万円ありましたので、その分で令和元年

度が膨らんでいて、令和２年度が減少しているというようなところでございます。  

  続いて、維持管理費 1.6億円につきましては、これは下水道の運営における不足

分に対しての繰出しということになっております。  

  続いて、病院事業の不採算地区の運営経費が基準内でということなんですけれど

も、これは新たに創設されました分になります。  

  以上でございます。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  国保診療所のとこですね、これの基準外のところなんですが、いわゆる

政策的なところであって、発熱外来のところ、これに相当含まれているかと思うん

ですが、一宮の北部の診療所の関係はここにはまだ含まれてなかったんかいね、令

和２年度には。  

○神吉委員長  堀課長。  

○堀財務課長  含まれておりません。  

○神吉委員長  よろしいか。はい。  

  続きまして、今井委員。  

○今井委員  そしたら、部局資料の 29ページで辺地過疎対策事業債をずっと書き出し

ていただきましてありがとうございました。この部分と、それから部局資料の 10ペ

ージのとこですね、結局 10ページのところで残高がずっと出ている中で、平成 29年

度あたりからガガガッと過疎債、辺地債が増えているという状況で、過疎指定に全
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域がなったからとかいうような部分もあろうかと思うんですけども、その辺で増え

ているのかなというふうに思います。ちょっとそのあたりの理由がほかにありまし

たら言ってください。  

  それから、ちょっとこれ基本的な質問で申し訳ないんですけど、過疎債とか、そ

の辺のずっと希望する額が全部もらえるというわけでもないでしょうし、その辺の

基準とか、上限とか、その辺のあたり等々がありましたら、ちょっと教えていただ

きたなというところです。  

  以上です。  

○神吉委員長  堀課長。  

○堀財務課長  少し過疎地域についてから説明させていただきます。まず、平成 29年

度なんですけれども、こちらから宍粟市はこれこまで一部過疎ということで、波賀、

千種だけだったんですけれども、それが全部過疎に変わりました。これによりまし

て、市内全域の事業において過疎債が活用できるというような形になっております。  

  過疎債についてなんですけれども、過疎債は国で発行限度額が決まっております。

それが都道府県に配分されまして、市町村へ配分されるという仕組みになっており

ます。全国的に過疎債を活用したいという市町村が多い年度は、やはり申請をして

も配分が少なくなるということで、本市がこれだけ借りたいと言いましても、その

分は必ず借りれるというわけではございません。また、近年はやはり配分が減って

いるような状況でございますので、多くの自治体が過疎債を利用されているのかな

というふうには思っております。  

  また、過疎債が増えている要因なんですけれども、これは一つに、過疎債が有利

な起債ということで、もう御存じかと思うんですけれども、充当率 100％で後々の

交付税算入が 70％というような起債でございます。それを中心に借り入れているこ

とから、過疎債のほうは増えている。さらには、近年ちょっと幼保一元化とかによ

るこども園の建設とか、市民協働センターの建設ということで、大型事業も重なっ

たことも要因かなというふうに考えております。  

  以上でございます。  

○神吉委員長  今井委員。  

○今井委員  ということは、要するにこちら側からの上限とかというんじゃなくって、

要するに配分される額は確かに言われるとおり一番有利なあれだと思うんで、でき

るだけそこを目いっぱい使いたいというところがいわゆる上限の基準だということ

ですね。それでよろしいですか。  
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○神吉委員長  堀課長。  

○堀財務課長  そのように理解いただければと思います。  

○神吉委員長  よろしいか。続きまして大畑委員。  

○大畑委員  部局資料の 34ページ、最後のページでございますが、不用額の一覧を出

していただいております。その中で、どのような要因とか事情で発生しているのか

というところで、一般管理費について人件費の関係なんですけども、欠員補充に対

応するものという書き方がしてあるんですが、ちょっともうひとつ理解ができない

ので、説明をお願いしたいというふうに思います。  

  それから、あと歳出の抑制による効果というんですかね、そういうものはどの程

度あったのかというのが、もしつかんでおられたら教えてください。  

○神吉委員長  菅野課長。  

○菅野総務課長  まず、一般管理費のところです。その他ということで、理由、ちょ

っと確かに分かりにくい表現になってたんですけども、こちらにつきましては、一

般管理費ということで一応通常総務課のそういう会計年度任用職員の人件費はもち

ろんなんですけども、それ以外に年度内に職員の中で旧な病気とか、そういうのが

発生して、急遽欠員が生じたときに備えて、本来ですと正規職員で補充できたらい

いんですけども、それができないような場合、会計年度任用職員の人を急遽お願い

することがあります。そういうことがありますので、一応３名程度年度当初にそう

いう不測の事態に備えるために人件費をここで計上しておりますけども、令和２年

度については執行残となったものを不用額として計上をしているのが現状です。そ

れを表現したということなので、ちょっと言い方があれだったんですけども、そう

いう執行残といいますか、枠で置いていたものをここで不用額として報告をさせて

もらっております。  

  あと、併せてなんですけども、歳出抑制のところ、今御質問がありましたので、

そのページ、主な不用額の理由のところで、①というのが節約とか工夫とか、その

あたりが歳出の抑制による効果になってくるのかなというふうに捉えております。

具体的には、情報管理費の委託料であったり、工事請負費ということで、総務部の

不用額ということで報告をさせてもらっています。  

  以上です。  

○神吉委員長  大畑委員。  

○大畑委員  ということは、一般管理費のとこ不測の事態に備えたけども、そこには

至らなかったので、その分浮きましたという話やね。  
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  あと、委託料のところとか、工事請負費というのは節約・工夫というよりも、入

札減とかそんなもんじゃないんですか。また、別の要因があるんですか。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  情報管理費の節約・工夫で減額した分について、これシステム

を構築する業務なんかがあるんですけども、そのシステム構築する中で実際に見積

もりをいただいたものから精査をして、例えばＩＣＴアドバイザーにアドバイスを

いただいて、これまでの仕様は必要ないだろうとか、業者の言いなりにならずに、

うちで工夫をした部分が減額になったと思っていただいたらと思います。  

○神吉委員長  よろしいか。  

  以上で、事前通告いただいている分に対しての質疑は終了しました。  

  この内容で今までの中での追加の質疑がありましたら、どうぞ。  

  ありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

○神吉委員長  それでは、これら以外での質疑を受けたいと思いますが、津田委員。  

○津田委員  市長公室でちょっと確認してたんですけども、オンライン会議システム

の導入事業で、担当が総務部だということだったんで、質疑させていただきたいと

思います。  

  今回、オンライン会議システムが導入されていますけども、どのようなシステム

を導入したのか。そのシステムの選定理由ですよね、このシステムを入れた選定理

由をちょっとお聞かせいただければと思うんですけど。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  失礼いたします。ウェブ会議システムについては、特に変わっ

たシステムを入れとうわけではないんですけども、一般的なもので、当然セキュリ

ティーは万全にせなあかんということで、別回線で敷かせてもらっております。ウ

ェブ会議システムのシステムの構築業務に当たる部分は、広報情報課のほうで担当

させていただいております。  

  それと、もう１点、それに使いますカメラ付きのパソコンですけども、これにつ

いては地域創生課のほうで分けて業務に当たっています。システムにつきましては、

インターネット回線を使ったウェブ会議システムになります。  

  以上です。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  システムって多分行政いろんなシステム、幾つかあるんですけども、実
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際宍粟市はどのシステムを入れられたのかなと思って、それの選定、このシステム

を選んだ理由があれば、それをお聞かせいただきたいんですけど。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  システムの名称でありますとか、その種類はちょっと今資料を

持ってないんで、はっきり分からないんですけども、また後日でもよろしいですか

ね。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  本当に今回、オンラインシステム、いろんな行政さんでいろいろこのシ

ステムがいい、こっちがいいんじゃないかと、いろいろ検証されながら導入されて

いるんですね。その辺の導入経緯とこれに至った、このシステムがいいということ

を選んだ、その理由をまずぜひお聞かせいただきたいなと思っていたんですけども、

実際、それとあと、オンラインシステムを今回令和２年度に導入することによって、

あらゆるところの経費の削減、例えば移動に関わる交通費が削減されたりとか、そ

れに伴う人件費、移動時間も人件費が発生してますんで、その辺の経費の削減がど

の辺りできたのか。その辺の検証は行われているのか。あと、当然オンライン会議

なんかを使うことによって、ウェブ会議することによって周辺業務のＩＴ化であっ

たりとかペーパーレス化、そのあたりの進捗はどのように進んでいるのか、その辺

をお聞かせいただきたいんですけども。  

○神吉委員長  何を選んだかではなくて、どのよう選んだかというところも含めた回

答ができるようでしたら、お願いします。  

  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  失礼いたします。先ほどありましたどういったものを採用され

たかというのは、ソフトのことでしたら、マイクロソフトのチームスという分でや

っています。それが一番使いやすいだろうということで、それを選定させてもらい

ました。  

  それと、実際にその成果ですけど、まだそれを全部集計したことはございません。

ただ、ほとんどの会議については、特に緊急事態宣言が引かれている間については、

ウェブ会議で全部行っています。ほぼ多分そうじゃないかなと思うんですけども。

今日も実際に姫路である研修も今ウェブ会議で参加数に変更したものもございます

ので、ほぼ空きがないほどにウェブ会議の利用はありますけども、それで旅費が何

ぼ削減できたかとか、用紙が何枚削減できたかというのはちょっと今のところ集計

はしておりません。  
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  以上です。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  そうなんです。さっき聞きたかったのは、マイクロソフトのチームスの

そのソフトを使われているんであれば、そこを選んだ経緯を、いろんなソフトがあ

ったと思うんですよ。それをいいだろうというその検証を誰が選ばれたのか、いろ

んな自治体さんで、私もいろいろ調べていたら、いろんなシステムがあったんです

ね。だから、それを選ばれた経緯と、いいだろうというその検証ですよね。どうい

う経緯でこれを選ばれたのかというのは。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  一番メジャーといいますか、どこででも使える有効性が高いも

のであるということと、基本的にはＩＣＴアドバイザーのほうと相談をしながら、

一番汎用性が高いものを選びましょうということで、それを選んだ経緯がございま

す。  

  以上です。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  そしたら去年入れられて経費の削減がどれぐらい進んでいるかというの

は、ちょっとまだだとは思うんですけども、その辺もぜひ今後やってもらいたいの

と、実際これによって庁内会議がどれぐらいオンライン化ができているのか。その

辺は当然外との会議はオンライン、先ほど言われてましたけども、庁内会議で実際

そのオンライン会議、そういうのは実際どれぐらい使われているんですか、今現状

として。 20台パソコン買われてますけども、どれぐらいの頻度で庁内会議なんかに

も活用されているのかなと。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  庁内で行う会議は災害の対策本部会議であったり、ビデオ会議

のほうのシステムを使っていると思います。ウェブ会議システムにつきましては、

主には外とのやりとりが多いと思います。ただ、どれぐらいかいうのは集計は取っ

てないんですけども、割と予約をせんと使えんシステムにしてますんで、その予約

状況というのはかなり埋まっています。それから、足らず分については各部局に備

えつけのパソコンを使ったりとか、そういう形で対応してますんで、一度また集計

もしてみたいと思います。  

○神吉委員長  津田委員。  

○津田委員  そしたら今現状では、例えば市民局長とかが入ってくる会議なんかにオ
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ンライン会議を導入したりとか、部局長会議に例えばそういうオンライン化でやっ

たりとか、そういったことはまだ全然されてない状況なんですかね。  

○神吉委員長  岩蕗課長。  

○岩蕗広報情報課長  通常の部局長会議ではまだ使ってない。１回しとんですかね、

ちょっとごめんなさい。  

○神吉委員長  前田部長。  

○前田総務部長  部局長会議は岩蕗は出てないので、ちょっと私のほうから。  

  毎月２回定例でやっていますが、そのうちの１回は必ず市民局、病院については

ウェブ会議で参加をしていただくということで、極力使えるものは使おうというこ

とで努めております。  

○神吉委員長  そのほかですか。  

  大畑委員。  

○大畑委員  説明があったかも分からんのですけど、ちょっと聞き漏らしているので、

今井委員の質問の中で、主要な成果説明の 13ページのところで将来負担比率のこと

をちょっと質疑されて答弁ちょっと私はっきり覚えてないんで、もう一度お聞きし

たいんですが、よろしいですか。  

○神吉委員長  堀課長。  

○堀財務課長  将来負担比率につきましてですけれども、今後の見通しということで

よろしいんでしょうか。  

○神吉委員長  大畑委員、もう一度質疑を。  

○大畑委員  令和２年度 83.7ということで、随分、私、逆に心配をしてて、去年の決

算質疑でいろいろ将来負担比率伸びてるからと。令和２年度から都市計画税も取ら

へんし、特定財源がなくなっていくのに、将来負担増えていくん違うかと言うてご

っつ心配してたんですが、逆に蓋開けてみたら、こんなに落ちているのでびっくり

したんですけど、それの要因をちょっと教えて教えていただきたいなと思います。  

○神吉委員長  堀課長。  

○堀財務課長  この要因でございますけれども、一つは、積極的な繰上償還をしてき

たこと。もう一つが、やっぱり公営企業債の元利償還ということで、大規模な工事

が今もうほとんどないような状況ですんで、その分での減少、もう一つが下水道事

業の公営企業化をしましたことによって、算定方式がちょっと変更になりました。

その関係などからこういうふうに落ちているということでございます。  

  以上でございます。  
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○神吉委員長  よろしいか。  

  それでは、全ての質疑が終わったと考えておりますが、よろしいですか。  

  これをもちまして、総務部の審査を終了いたします。  

  説明職員の皆さん、どうもありがとうございました。  

  これで委員会を終了いたします。  

  お疲れさまでした。  

     （午後  ３時３４分  散会）  

 

 

 

 


